
１ 

第１回定例会会議録 

 

令 和 ５ 年  ３ 月  ９ 日 （ 木 ） 

開  会  午前１０時００分  

－－－日程第１  開会宣言－－－    

○議長（五味髙明君）   おはようございます。これより、令和５年第１回御代田町議会定

例会を開会します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側は、町長が療養のため欠席であり、職務代理者に就任した内堀豊彦副町

長ほかは全員の出席であります。  

 議会は、小園町長の一日も早い回復を願っております。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。  

 

－－－諸般の報告－－－    

○議長（五味髙明君）   日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  

 内堀議会事務局長。  

（議会事務局長  内堀浩行君  登壇）    

○議会事務局長（内堀浩行君）   書類番号１をお願いいたします。  

 諸般の報告  

 令和５年３月９日  

 １．本定例会に別紙配布のとおり町長職務代理者から議案４１件、報告１件、諮

問１件が提出されています。  

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。  

 ３．本定例会に別紙配付した請願文書表のとおり、請願１件が提出され、受理し

ました。  

 ４．本定例会に説明のため町長職務代理者ほか関係者に出席を求めました。  

 ５．本定例会における一般質問通告者は、尾関充紗議員ほか７名であります。  

 ６．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。  

 次の２ページから２２ページは、監査委員の例月現金出納検査報告書及び定期監
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査報告書ですので、後ほどご覧ください。  

 ２３ページの閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折に報告しますの

で、この場においては省略させていただきます。  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   以上をもって、諸般の報告を終わります。  

 

－－－日程第２  議席の指定・変更－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２  議席の指定及び変更を行います。  

 去る２月１９日の補欠選挙において当選されました山本今朝和議員の議席の指定

及びそれに伴う議席の変更を会議規則第４条の規定により、議長において、ただい

ま着席のとおりといたします。  

 

－－－日程第３  常任委員会委員の選任－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３  常任委員会委員の選任を行います。  

 市村議員辞職に伴い欠員となっている、各常任委員会の委員の選任については、

委員会条例第６条第２項の規定により議長において指名します。  

 総務福祉文教常任委員会  山本今朝和議員  

 広報広聴常任委員会    森泉謙夫議員  

 を指名したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、ただいま指定をしました議員を、各常任委員会の

委員に選任することに決しました。  

 それでは、各委員会の委員長及び副委員長について、委員会条例第７条第２項の

規定により、互選を行っておりますので報告を願います。  

 はじめに、総務福祉文教常任委員会から、副委員長の互選について報告を求めま

す。  

 総務福祉文教常任委員長、池田るみ議員。  

（総務福祉文教常任委員長  池田るみ君  登壇）    

○総務福祉文教常任委員長（池田るみ君）   総務福祉文教常任委員会から報告いたします。  
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 副委員長  中山温夫議員  

 を選出いたしました。  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   続いて、広報広聴常任委員会から、委員長の互選について報告を

求めます。  

 広報広聴常任副委員長、茂木重幸議員。  

（広報広聴常任副委員長  茂木重幸君  登壇）    

○広報広聴常任副委員長（茂木重幸君）   広報広聴常任委員会から報告いたします。  

 委員長  尾関充紗議員  

 を選出いたしました。  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   以上で、各委員会からの報告を終わります。  

 

－－－日程第４  議会運営委員会委員の選任－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４  議会運営委員会委員の選任を行います。  

 市村議員辞職に伴い欠員となっている、議会運営委員会の委員の選任については、

委員会条例第６条第２項の規定により議長において指名します。  

 議会運営委員  赤田憲子議員  

 を指名したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました議員を、議会運営委員会の

委員に選任することに決しました。  

 それでは、副委員長について、委員会条例第７条第２項の規定により、互選を行

っておりますので、報告を願います。  

 議会運営委員長、小井土哲雄議員。  

（議会運営委員長  小井土哲雄君  登壇）    

○議会運営委員長（小井土哲雄君）   議会運営委員会から報告いたします。  

 副委員長  茂木重幸議員  

 を選出いたしました。  
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 以上です。  

 

－－－日程第５  一部事務組合議会議員の選挙－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第５  一部事務組合議会議員の選挙を行います。  

 市村議員辞職に伴い欠員となっている、一部事務組合議会議員の選挙の方法につ

いては、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。  

 お諮りします。  

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決しました。  

 それでは、事務局長に朗読させます。  

 内堀議会事務局長。  

（議会事務局長  内堀浩行君  登壇）    

○議会事務局長（内堀浩行君）   それでは、報告いたします。  

 森泉山財産組合議員         山浦久人議員  

 佐久水道企業団議員         五味髙明議員  

 北佐久郡老人福祉施設組合議員    中山温夫議員  

 佐久市・北佐久郡環境施設組合議員  小井土哲雄議員  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   お諮りします。ただいま朗読しました議員を、一部事務組合の議

会の議員の当選人に決定したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました議員が、それぞれ一部事務

組合の議会の議員に当選されました。  

 ただいま当選されました議員が議場におられますので、本席から、会議規則第
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３３条第２項の規定により、当選された旨、告知いたします。  

 

－－－日程第６  各種委員会議員の選任－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第６、各種委員会議員の選任を行います。  

 市村議員辞職に伴い、欠員となっている、各種委員会等の委員の選任については、

議長において指名することとしたいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決しました。  

 それでは、事務局長に朗読させます。  

 内堀議会事務局長。  

（議会事務局長  内堀浩行君  登壇）    

○議会事務局長（内堀浩行君）   それでは、報告いたします。  

 土地開発公社の理事                   中山温夫議員  

 御代田町部落差別撤廃人権擁護審議会委員         中山温夫議員  

 御代田町社会福祉協議会評議員              中山温夫議員  

 佐久・軽井沢間湯川左岸幹線道路改良促進期成同盟会委員  赤田憲子議員  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   お諮りします。  

 ただいま朗読しました議員を指名したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました議員を各種委員会の委員に

選任することに決しました。  

 先ほどまで決定した議会構成については、名簿をタブレットに追加しましたので、

後ほどご確認を願います。  

 

－－－日程第７  会期決定－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第７、会期決定の件を議題とします。  

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してありますので、
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議会運営委員長より報告を求めます。  

 小井土哲雄議会運営委員長。  

（議会運営委員長  小井土哲雄君  登壇）    

○議会運営委員長（小井土哲雄君）   報告いたします。  

 ３月３日午前１０時より、議会運営委員会を開催し、令和５年第１回御代田町議

会定例会に提出の議案、一般質問等について審議日程等を決定したので報告いたし

ます。  

 本定例会に町長職務代理者から提出された案件は、議案４１件、報告１件、諮問

１件の計４３件であります。一般質問の通告者は８名でありました。  

 １２月定例会以降も提出された請願１件があり、受理いたしました。  

 これにより、会期は、本日より３月２２日までの１４日間とすることに決定しま

した。  

 次に、審議日程につきましては、書類番号１、２４ページをご覧ください。  

 令和５年第１回御代田町議会定例会会期及び審議予定表  

 第  １日  ３月  ９日  木曜日  午前１０時    開会  

                        諸般の報告  

                        議席の指定・変更  

                        常任委員会委員の選任  

                        議会運営委員会委員の選任  

                        一部事務組合議会議員の選挙  

                        各種委員会委員の選任  

                        会期の決定  

                        会議録署名議員の指名  

                        町長職務代理者招集あいさつ  

                        議案の上程、議案に対する質疑 

                        議案の委員会付託  

 第  ２日  ３月１０日  金曜日  午前１０時    一般質問  

 第  ３日  ３月１１日  土曜日  議案調査  

 第  ４日  ３月１２日  日曜日  議案調査  

 第  ５日  ３月１３日  月曜日  午前１０時    一般質問  
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 第  ６日  ３月１４日  火曜日  午前１０時    総務福祉文教常任委員会  

 第  ７日  ３月１５日  水曜日  午後１時３０分  総務福祉文教常任委員会  

 第  ８日  ３月１６日  木曜日  午後１時３０分  町民建設経済常任委員会  

 第  ９日  ３月１７日  金曜日  午前１０時    町民建設経済常任委員会  

 第１０日  ３月１８日  土曜日          休会  

 第１１日  ３月１９日  日曜日          休会  

 第１２日  ３月２０日  月曜日  午前１０時    全員協議会  

 第１３日  ３月２１日  火曜日          休会  

 ２５ページに入ります。  

 第１４日  ３月２２日  水曜日  午後２時     委員長報告  

                        質疑・討論・採決  

                        閉会  

 続いて、各常任委員会、全員協議会の会場、時間について報告いたします。  

 常任委員会開催日程  

 総務福祉文教常任委員会  

       ３月１４日  火曜日  午前１０時    委員会室１と２  

       ３月１５日  水曜日  午後１時３０分  委員会室１と２  

 町民建設経済  

       ３月１６日  木曜日  午後１時３０分  委員会室１と２  

 同じく、  

         １７日  金曜日  午前１０時    委員会室１と２  

 続いて、全員協議会の開催日程です。  

       ３月２０日  月曜日  午前１０時    委員会室１と２  

 以上、報告いたします。  

○議長（五味髙明君）   ただいま、議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日よ

り３月２２日までの１４日間としたいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。  

 よって、本定例会の会期は、本日より３月２２日までの１４日間と決しました。  
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－－－日程第８  会議録署名議員の指名－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第８  会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において  

 １１番  池田  るみ議員  

 １２番  小井土哲雄議員  

 を指名します。  

 

－－－日程第９  町長職務代理者招集あいさつ－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第９  町長職務代理者より議会招集のあいさつの挨拶を願い

ます。  

 内堀副町長。  

（副町長  内堀豊彦君  登壇）    

○副町長（内堀豊彦君）   皆さん、おはようございます。  

 本議会におきまして、町長の職務代理者を務めます副町長の内堀豊彦であります。

よろしくお願いをしたいと思います。  

 議員の皆様には、年度末を控えて何かとお忙しいところ、ご出席を賜り、令和

５年第１回御代田町議会定例会が開催できますことに心から感謝を申し上げます。  

 さて、本来でありますれば、町長が招集すべきところ、町長選挙後入院され、

１か月間の療養が必要となりました。町長が出席できないことに対しまして、町民

の皆様、それから議会の皆様には心からお詫びを申し上げます。誠に申し訳ありま

せん。  

 私ども理事者及び職員は、民主主義の根幹であります選挙の結果を重大かつ厳粛

に受け止め、町長不在の期間、理事者と職員が力を合わせ、町民の福祉と町の発展

を停滞させることなく前に進めていきたいと考えております。そして、町長の病気

の早期回復と復帰を心から望んでおります。  

 次に、昨日発生いたしました爆破予告の件について、ご報告をさせていただきた

いと思います。  

 ３月８日に起きました公共施設と、それから教育施設の爆破予告について申し上

げます。３月８日午前２時頃、「貴殿の地域に所在する主要な公共施設と教育施設
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に爆弾を複数仕掛けた」とのファクスが届きました。そのファクスの内容の一部に

ついてご紹介をしたいと思います。「貴殿の地域に所在する主要な公共施設と教育

施設に爆弾を複数仕掛けました。３月８日午後３時３４分から午後８時１０分に爆

発します。今回は本当に爆発するので覚悟してください。大事な施設と人の命が戻

ってくることは二度とないでしょう。今、政府、自治体は実質的に無政府状態だ。

こんな状態でいいのか。欺瞞はもうやめにしよう。テロを起こすしかないんだ。若

者は賢い。もうみんな分かっているはずだ。死ぬか不道徳者を殺すか。そういう人

が多く現れることが、世の中を変える瞬間だと思う。」このような内容のファクス

が町のほうに届きました。  

 これに基づきまして、私は、３月８日に報告を受けました。  

 その報告に基づきまして、９時に理事者、総務課長、教育委員会で対応の会議を

開きました。そして、町民の皆さん、職員の人命を最優先で考えるべきであるとい

う結論に達しました。  

 それから、公共施設の閉鎖及び民間の関連施設への周知及び協力の要請、並びに

広報の実施を決定いたしました。  

 １０時から各公共施設の責任者及び課長を庁議室に招集し、町の基本的な考え方

と対処方針及び対処方法を説明し、理解と協力をお願いいたしました。  

 次に、今回の爆破予告の基本的な考え方、対処方針についてお伝えをいたします。  

 町は、町民の皆さんの生命を守る義務があります。その考え方に基づき、全公共

施設の爆発物の点検及び予告時間内の公共施設の閉鎖を決め、職員に実施をお願い

しました。町民の皆さんにお知らせするために防災無線で放送も行いました。  

 主な内容といたしまして、小・中学校、保育園、児童館における児童生徒の早期

下校、エコールや体育館の貸館の中止、役場業務を停止することの対応をとりまし

た。  

 当日の役場の行動についてご説明をいたします。  

 犯人からの指定の時間は午後３時３４分でしたが、不慮の事態を考慮して、３時

から所定の行動をお願いしました。そして午後８時１０分までに施設の再点検を実

施し、異常がないことを確認し、解散をいたしました。  

 町民の皆様には、この間ご不便とご不安をおかけしましたが、何とぞ町民の皆様

の生命を最優先に考えての措置であったことを、ご理解願いたいと思います。  
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 また、町民の皆様のご協力、それから民間の施設の皆様のご協力、そして職員の

迅速かつ適切な行動に対しまして、心から感謝を申し上げます。本当にありがとう

ございました。  

 それでは、本定例会に提案する案件について説明をさせていただきます。  

 今回の案件は、事件案７件、条例案１５件、当初予算案１１件、補正予算案８件、

報告事項１件、諮問１件の合計４３件であります。  

 事件案につきましては、世代間交流施設及び消防団詰所の指定管理者の指定と下

水道事業における地方公営企業会計システムの購入契約などの契約案件が主なもの

でございます。  

 次に、条例案１５件の主な条例について申し上げます。御代田町国民健康保険条

例の一部改正は、現行４２万円とされている出産育児一時金の支給を５０万円に改

めるものであります。  

 また、御代田町国民健康保険税条例について、御代田町国民健康保険税の医療給

付費分と介護給付分の所得割を標準保険税率まで引き下げるとともに、医療給付費

の平等割と、それから均等割を長野県平均の保険税まで引き下げる改正となってい

ます。  

 また、御代田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正、御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正については、昨年９月の認定こども園、送迎バスの置き去りによる死

亡事故など、子どもが巻き込まれる事故の事案を受け、町が定める基準に対し、バ

ス送迎に当たっての安全管理徹底の規定を加えるなどを改正するものであります。  

 令和５年度の当初予算案１１件につきましては、過日、町長選挙が行われました

ので、新規事業の予算計上はせず、義務的経費や継続事業を中心とした骨格予算を

編成いたしました。  

 一般会計の予算総額は７４億８ ,２７５万円で、前年度に比べ４億６ ,９８４万円、

５ .９％の減額となっております。  

 主な歳入では、町税が２５億８ ,３２９万円の計上で、前年度に比べ９ ,１３８万

円の増額となっております。  

 地方交付税につきましては、国の地方財政政策から増額を見込み１４億４,５００万

円、前年度に比べて６ ,７００万円の増額となっております。  
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 国庫支出金は、令和４年度のコロナ対応地方創生臨時交付金７ ,５２４万円の皆

減など減額要素はあるものの、町道七口線と町道谷地沢大塚線の交通安全対策事業

補助金など、土木費、国庫補助金が６ ,７２７万円の増額となっております。  

 続きまして、寄附金につきましては、令和４年度のふるさと納税寄附金が５億円

を上回る見込みが立ったことから、５億円を計上いたしました。  

 一方、減額の要因といたしましては、昨年度の基金繰入金は、基金の見直しに伴

い、９億４ ,５９８万円の計上をしていたため、７億３ ,４８９万円の大幅な減額と

なっております。  

 次に、主な歳出ですけれども、令和４年度から続く事業といたしまして、町道七

口線と谷地沢大塚線の交通安全対策補助事業２億６ ,０００万円、住宅断熱性向上

リフォーム補助金７５０万円、空家改修等補助金５３０万円、高等学校等就学支援

金５９７万円などを計上をいたしました。  

 次に、実施計画に基づく事業ですけれども、宅地開発事業補助金として、町内で

３ ,０００平方メートル以上の宅地分譲を目的に、開発事業を実施する際１区画

５０万円の補助金を交付するとしたもので、１ ,６５０万円を計上いたしました。  

 新型コロナウイルス感染対策として、１２歳以上の個別接種１回、それから乳幼

児の集団接種１回分を見込み、１億７６２万円を計上いたしました。  

 特別会計につきましては、９つの特別会計の総額が３８億９ ,９６３万円となり、

前年に比べ１５２万円、０ .０４％の増額となっております。  

 国民健康保険事業勘定特別会計は、高額療養費などの減少により２ ,５９９万円

の減額となりました。  

 次に、介護保険事業勘定特別会計は、保険料の増額により２ ,１８７万円の増額

となっております。  

 続きまして、令和４年度補正予算案は８件であります。  

 一般会計補正予算案（第９号）は、歳入歳出総額３億３ ,９７２万円を増額し、

合計で９１億８ ,９２６万円となりました。  

 主な歳入は、財政調整基金からの繰入金２億７ ,０００万円を増額計上しました。

内容ですけれども、当町の財政調整基金の基準額を２５億円程度と定めております。

このため、令和３年度決算剰余金積み立てによる増額分を特定目的基金に積み立て

るための繰入れでございます。  
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 また、国の補正予算による普通交付税の追加交付により、地方交付税を３,８００万

円増額いたしました。  

 町税では、過年度申告により個人町民税が１ ,２７８万円の増額、法人町民税は

企業の予定納税額の増により６ ,３０５万円の増額になりました。  

 歳出では、特定目的基金への積立金として、総額２億７ ,０００万円を増額した

ほか、主に各種事業の確定による減額を計上いたしました。  

 特別会計の補正予算につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計など７会計

において事業費の確定額等により、合計３ ,２５６万円の増額をいたしました。  

 次に、報告事項の１件は、令和５年度御代田町土地開発公社の事業計画と予算の

報告です。  

 ２月１３日に開催した理事会の議決を得ましたので報告をいたします。  

 諮問の１件につきましては、２名の人権擁護員の任期が本年６月で満了となるた

め、人権擁護員法の規定により議会の意見を求めるものであります。  

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明

いたしますので、ご審議をいただき、原案どおりのご採択をいただきますようお願

いを申し上げまして、令和５年第１回御代田町議会定例会招集の挨拶とさせていた

だきます。  

○議長（五味髙明君）   これより議案を上程します。  

 

－－－日程第１０  議案第２号  御代田町世代間交流施設の指定管理者の  

指定について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１０  議案第２号  御代田町世代間交流施設の指定管理者

の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   おはようございます。議案書の６ページをご覧ください。  

 議案第２号、御代田町世代間交流施設の指定管理者の指定について。  

 下記の者を御代田町世代間交流施設の指定管理者として指定したいから、御代田

町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、議
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会の議決を求める。  

 記といたしまして  

 １．指定管理者の候補者でございます。  

 １  一里塚地区世代間交流センター  

 ２  広戸地区世代間交流センター  

 ３  塩野地区世代間交流センター  

 ４  向原地区世代間交流センター  

 ５  小田井地区世代間交流センター  

 ６  清万地区世代間交流センター  

 ７  児玉地区世代間交流センター  

 以上、７地区の世代間交流センターついて、右側、候補者欄に記載のとおり、引

き続き各区を候補者として指定するものです。  

 ２．指定期間でございますが、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

の５年間でございます。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 説明は、以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。  

 本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございません

か。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第２号を採決します。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。  

 よって、議案第２号  御代田町世代間交流施設の指定管理者の指定については、
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原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１１  議案第３号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指定について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１１  議案第３号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指

定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古越消防課長。  

（消防課長  古越淳司君  登壇）    

○消防課長（古越淳司君）   議案第３号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指定につい

て。  

 下記の者を御代田町消防団詰所の指定管理者として指定したいから、御代田町公

の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、議会の

議決を求める。  

 記  

 １．指定管理者の候補者になります。  

 施設名称１  第４分団詰所、こちらは清万、一里塚の管轄となります。  

 ２  第６分団詰所、こちらは栄町及び旭町の管轄になります。  

 ３  第１０分段詰所、こちらは草越地区の管轄になります。  

 ４  第１１分団詰所、こちらは、広戸、向原区の管轄になります。  

 候補者につきましては、それぞれの詰所の所在する区のほうへ指定したいと考え

ております。  

 ２．指定期間につきまして、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

５年間。  

 こちらは、この前の５年間、この３月３１日で期間が終了しますので、引き続き

５年間の継続をお願いするものとなります。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 以上、説明になります。よろしくご審議お願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。  

 本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第３号を採決します。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。  

 よって、議案第３号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指定については、原案

のとおり決しました。  

 

－－－日程第１２  議案第４号  長野県町村公平委員会を共同設置する  

地方公共団体の数の減少及び規約の変更について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１２  議案第４号  長野県町村公平委員会を共同設置する

地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書８ページをお開きください。  

 議案第４号  長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び

規約の変更について。  

 地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、令和５年３月３１日をもって佐

久平環境衛生組合が脱退することを認め、令和５年４月１日から南佐久環境衛生組

合が名称を佐久環境衛生組合に変更することに伴い、長野県町村公平委員会共同設

置規約の一部を別紙のとおり変更するため、同条第３項の規定により議会の議決を

求める。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  
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 次の９ページ、改め文をご覧ください。  

 本案については、令和５年３月３１日付で佐久平環境衛生組合が解散に伴い、長

野県町村公平委員会から脱退すること、また、令和５年４月１日付で南佐久環境衛

生組合が佐久環境衛生組合に名称を変更するため、規約の一部改正をするものです。  

 これにより、長野県公平委員会団体数は、５４団体から５３団体と１団体の減と

なります。  

 附則として、この規約は、令和５年４月１日から施行するものです。  

 １０ページは、新旧対照表となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。  

 本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第４号を採決します。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。  

 よって、議案第４号  長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の

減少及び規約の変更については、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１３  議案第５号  令和４年度  町単独  下水道事業地方公営企業  

会計システム購入契約について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１３  議案第５号  令和４年度町単独下水道事業地方公営

企業会計システム購入契約についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  
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（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書の１１ページ、お願いいたします。  

 議案第５号  令和４年度町単独下水道事業地方公営企業会計システム購入契約に

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定に基づき、令和４年度町単独下水道事業地方公営企業会計システム購入契約に

ついて、下記により購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号の

規定により議会の議決を求める。  

 記としまして、  

 １．契約の目的  令和４年度町単独下水道事業地方公営企業会計システム購入契

約  

 ２．契約の方法  プロポーザル方式による随意契約  

 ３．契約の金額  ８２８万９ ,６００円  

 ４．契約の相手方  愛知県名古屋市千種区内山２丁目６番２２号  

 株式会社フューチャーイン  代表取締役  渡邉英治氏です。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の１２ページ、お願いいたします。  

 こちら、仮契約書になります。納入の期限につきましては、議会議決日の翌日か

ら令和６年３月２９日までです。本契約につきましては、御代田町では下水道事業

の持続的で安定的な事業運営のため、令和６年度より地方公営企業法の適用を予定

しております。このため、公営企業会計に特化した会計システムを購入し、令和

５年度に構築、令和６年度から会計システムの運用をしていくものです。会計シス

テムの購入については、機能性及び操作性等を総合的に比較するため、プロポーザ

ル方式による企画提案型競争により選考されたものとの契約になります。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異



１８ 

議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第５号を採決します。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。  

 よって、議案第５号  令和４年度町単独下水道事業地方公営企業会計システム購

入契約については、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１４  議案第６号  令和４年度  生活基盤施設耐震化等交付金事業  寺沢浄  

水場膜ろ過施設建設（その１）工事請負契約の変更について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１４  議案第６号  令和４年度生活基盤施設耐震化等交付

金事業寺沢浄水場膜ろ過施設建設（その１）工事請負契約の変更についてを議題と

します。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書１３ページをお願いいたします。  

 議案第６号  令和４年度生活基盤施設耐震化等交付金事業寺沢浄水場膜ろ過施設

建設（その１）工事請負契約の変更について、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、令和４年度生活基盤施設耐震

化等交付金事業寺沢浄水場膜ろ過施設建設（その１）工事請負契約について、変更

契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決

を求める。  

 記としまして、契約の金額、当初８,４６４万５,０００円を変更しまして８,７２８万

５ ,０００円とするものです。増加額は２６４万円です。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の１４ページ、お願いいたします。  

 変更契約の仮契約書になります。こちらの工期につきましては、変更はありませ
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ん。契約金額の増額要因として、こちら２点ございます。  

 １点目は、一時造成工にて、埋設配管の取り合いが浅く、荷重による損傷を防ぐ

ため、令和５年度外構工事で予定していた凍上抑制層５０ cm、２００ｍ ２を先行し

て実施したことによります。  

 ２点目としましては、建築工事にて当初、埋め込み式の断熱材を予定していまし

たが、上水道内の氷点下が断続して続くことが予想されることから、暖房費を抑え

るため、気密性に優れたウレタン吹付けに変更したことによります。  

 以上の理由により、全体で２６４万円の増額となり、変更後の最終契約額が

８ ,７２８万５ ,０００円となります。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第６号を採決します。本案は原案のとおり、決することに

賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。よって、議案第６号  令和４年度生活基盤施設耐震化等交

付金事業寺沢浄水場膜ろ過施設建設（その１）工事請負契約の変更については、原

案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１５  議案第７号  令和３年度  （繰越明許）国庫補助  社会資本整備総合  

交付金事業  向原１１号線「向原橋」橋梁補修工事請負契約の変更について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１５  議案第７号  令和３年度（繰越明許）国庫補助社会

資本整備総合交付金事業向原１１号線「向原橋」橋梁補修工事請負契約の変更につ

いてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  
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 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書１５ページをお願いいたします。  

 議案第７号  令和３年度（繰越明許）国庫補助社会資本整備総合交付金事業向原

１１号線「向原橋」橋梁補修工事請負契約の変更について、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、令和３年度（繰

越明許）国庫補助社会資本整備総合交付金事業向原１１号線「向原橋」橋梁補修工

事請負契約について、変更契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決を求める。  

 記としまして、契約の金額、当初７ ,８１０万円を変更しまして、７ ,７９３万

５ ,０００円とするものです。減少額は１６万５ ,０００円です。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の１６ページ、お願いいたします。  

 こちらが変更の仮契約書になります。こちらについても、工期については、変更

はございません。変更金額の減額の理由としましては、現場精査の結果、作業ヤー

ドに設置する予定であった敷鉄板が不要になったこと、また、作業が進捗し早期に

竣工となったことから、保安要員の人数が減少したことによります。  

 以上の理由により、全体額で１６万５ ,０００円の減額となり、変更後の最終契

約額が７ ,７９３万５ ,０００円となります。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第７号を採決します。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  
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（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。  

 よって、議案第７号  令和３年度（繰越明許）国庫補助社会資本整備総合交付金

事業向原１１号線「向原橋」橋梁補修工事請負契約の変更については、原案のとお

り決しました。  

 

－－－日程第１６  議案第８号  町道の路線認定及び路線変更について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１６  議案第８号  町道の路線認定及び路線変更について

を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書１７ページをご覧ください。  

 議案第８号  町道の路線認定及び路線変更について説明いたします。町道の路線

を別紙のとおり認定及び変更したいので、道路法第８条第２項及び第９条第２項の

規定により議会の議決を求めます。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の１８ページをご覧ください。また、２０ページから２３ページまでは、現状

路線並びに新規認定町道及び変更認定町道の具体的な位置を示した路線認定図にな

りますので、あわせてご覧ください。  

 新規５路線の町道認定をお願いします。上から順に申し上げます。路線名、雀ケ

谷３号線、起点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１６５、終点、大字塩野字西横辻

３１８０番２９２、延長３４０ .０ｍ、幅員３ .６ｍ、路面性状はアスファルト舗装

で、一部未舗装です。理由といたしましては、町道三ツ谷普賢寺線、通称やまゆり

ラインを隔てた町道一里塚大道添線の東側区間を新規認定し、さらに１１０ｍ延長

して、町道一里塚区内８号線に接続するまでの既存道路の新規認定でございます。  

 続きまして、路線名、雀ケ谷４号線、起点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４８７番３、

終点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４７０番４、延長１９３ .０ｍ、幅員３ .６ｍ、路面性

状はアスファルト舗装で、一部未舗装でございます。理由は、町道三ツ谷普賢寺線
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を隔てた、農道一里塚大道添線の西側区間の、町道雀ケ谷２号線に接続するまでの

既存道路の新規認定でございます。  

 路線名、雀ケ谷５号線、起点、大字馬瀬口字一里塚１５０８番８９、終点、大字

馬瀬口字一里塚１５０８番８７、延長５７ .６ｍ、幅３ .６ｍ、路面性状はアスファ

ルト舗装でございます。理由は、町道三ツ谷清万線から、前段の新規認定の雀ケ谷

３号線までの既存道路の新規認定でございます。  

 路線名、雀ケ谷６号線、起点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１０４、終点、大

字馬瀬口字雀ケ谷１４９０番３、延長６３ .８ｍ、幅員４ .０ｍ、路面性状はアスフ

ァルト舗装でございます。理由は、前段の雀ケ谷５号線と同様に、町道三ツ谷清万

線からの前段の新規路線の雀ケ谷３号線までの既存道路の新規認定でございます。  

 路線名、雀ケ谷７号線、起点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１０９、終点、大

字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１５５、延長１０８ .０ｍ、幅員４ .０ｍ、路面性状は

未舗装でございます。理由は、町道雀ケ谷一里塚線から前段の新規路線の雀ケ谷

４号線までの既存道路の新規認定でございます。  

 次の１９ページをご覧ください。  

 認定町道２路線の変更をお願いします。上から順に申し上げます。変更前でござ

いますが、路線名、雀ケ谷１号線、起点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１１、終

点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番８、延長１４９ .８ｍ、幅員が３ .９ｍ、路面性

状はアスファルト舗装でございます。  

 路線名、大林坪谷地線、起点、大字御代田字大林４１０１番１、終点、大字御代

田字坪谷地３９６４番、延長２８８ .５ｍ、幅員３ .５ｍ、路面性状はアスファルト

舗装でございます。  

 変更後路線名、雀ケ谷１号線、起点、大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１１、終点、

大字馬瀬口字雀ケ谷１４９８番１７１、延長１２２ .５ｍ、幅員３ .９ｍ、路面性状

はアスファルト舗装でございます。理由は、町道三ツ谷清万線からの新規路線の雀

ケ谷３号線までの区間とし、同新規路線と一部重複する町道三ツ谷普賢寺線までの

区間を削除します。  

 路線名、大林坪谷地線、大字御代田字大林４１０１番１、終点、大字御代田字児

玉３８５４番５、延長５４７ .０ｍ、幅員３ .５ｍ、路面性状はアスファルト舗装と

一部コンクリート舗装でございます。理由は、終点からつながる農道一の沢坪谷地
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線を町道認定し、町道谷地沢大塚線から町道上ノ林児玉線までの区間に延長します。  

 次の２０ページから２３ページまでの路線認定図にありますように、雀ケ谷１か

ら７号線につきましては、国道１８号三ツ谷東交差点から北へ１６０ｍほど行った

雀ケ谷交差点付近に各路線が位置します。大林坪谷線につきましては、雪窓保育園

西側の位置になります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 この際、暫時休憩をいたします。開始時刻はブザーにてお知らせします。  

（午前１１時０５分）  

（休   憩）    

（午前１１時１５分）  

○議長（五味髙明君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 

－－－日程第１７  議案第９号  御代田町公文書公開・個人情報保護審査会条例を  

制定する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１７  議案第９号  御代田町公文書公開・個人情報保護審

査会条例を制定する条例案についてをご議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書２４ページをお開きください。  

 議案第９号  御代田町公文書公開・個人情報保護審査会条例を制定する条例案に

ついて。  

 御代田町公文書公開・個人情報保護審査会条例を制定する条例を、別紙のとおり

提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  
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 議案書の２５ページからの制定文をご覧ください。  

 本条例は、御代田町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定に伴い、御代田

町個人情報保護条例が廃止となり、個人情報保護審査会も廃止されることから、新

たに御代田町公文書公開・個人情報保護審査会を設置するため制定するものです。

第１条趣旨から第１７条罰則まで全１７条で構成しております。  

 附則では、施行期日、委員の委嘱に関する準備行為、経過措置、特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを定めておりま

す。  

 ３１ページの特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正に関わる新旧対照表を載せてございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第１０号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１８  議案第１０号  職員の勤務時間及び休暇等に関する

条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書の３２ページをお開きください。  

 議案第１０号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

について。  

 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり

提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  
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 議案書３３ページ、改め文をご覧ください。  

 本条例は、これまで明確に規定がなかった育児短時間勤務の承認を受けた職員の

１週間の勤務時間について、任命権者が別に定める規定を第２条勤務時間等に追加

する改正を行うものでございます。  

 附則として、この条例は、令和５年４月１日から施行するものです。  

 ３４ページ、３５ページは、新旧対照表となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１９  議案第１１号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第１９  議案第１１号  職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書３６ページをお開きください。  

 議案第１１号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案について。  

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 議案書３７ページからの改め文をご覧ください。  

 本条例は、地方公務員法の改正に伴い、職員の育児休業をすることができない職

員に、職員の定年等に関する条例第９条に規定されております勤務延長された管理

監督職を加えること、また再任用短時間勤務職員が廃止されたことに伴い、定年前

再任用短時間勤務職員等に置き換えるとともに、育児短時間勤務に関する規定を追

加する改正を行うものでございます。  



２６ 

 附則としまして、この条例は、令和５年４月１日から施行するものです。  

 ４２ページから、４７ページは、新旧対照表となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２０  議案第１２号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２０  議案第１２号  一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書４８ページをお開きください。  

 議案第１２号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につい

て。  

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出す

る。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４９ページ、改め文をご覧ください。  

 本条例は、長野県の６０歳定年年齢引上げにあわせ実施されます５５歳以上の高

齢層職員の昇給抑制措置について、国・県に準じ導入するため、一部改正するもの

です。  

 また、あわせて、勤務１時間あたりの給与額の計算方法を、国の基準にあわせて

改正するものでございます。  

 附則として、この条例は、令和５年４月１日から施行します。  

 議案書５０ページから５２ページは、新旧対照表となっております。  



２７ 

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２１  議案第１３号  御代田町第２号会計年度任用職員の給与に関する  

条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２１  議案第１３号  御代田町第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書５３ページをお願いいたします。  

 議案第１３号  御代田町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案について。  

 御代田町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の５４ページ、改め文をご覧ください。  

 今回の議案第１０号の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第２条における項

の追加の改正により、本条例において引用している第２条の各項の項ずれを修正す

るため、一部改正するものでございます。  

 附則として、この条例は、令和５年４月１日から施行します。  

 議案書５５、５６ページは新旧対照表であります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    



２８ 

○議長（五味髙明君）   質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２２  議案第１４号  御代田町一般職の任期付職員の採用に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２２  議案第１４号  御代田町一般職の任期付職員の採用

に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書５７ページをお願いいたします。  

 議案第１４号  御代田町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正す

る条例案について。  

 御代田町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を、別紙

のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ５８ページ、改め文をご覧ください。  

 本条例は、保育士やシステムエンジニア等の専門的な知識、経験を有する職員に

不足が生じ、一定の期間職員を確保することが困難な場合、選考により任期を定め

て職員の採用ができるよう任期付き職員を採用する際の必要事項を定めております。

産前産後休暇を取得する職員の多くは、引き続いて育児休業を取得する場合が多い

ことを踏まえ、産前産後休暇の期間が地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律に規定されます一定の期間内に就業することが見込まれる業務に該当す

る旨、国から通知が出されております。この通知を受け、保育士等の専門的な知識

を有する職員だけでなく、任期付職員をこれまで規定がなかった一般職、事務職を

含めた産休職員に対する任期付職員を採用できるよう、一部改正をするものでござ

います。  

附則としまして、この条例は、公布の日から施行します。  

 議案書５９ページから６０ページは、新旧対照表となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  



２９ 

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２３  議案第１５号  御代田町行政手続等における情報通信の技術の  

利用に関する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２３  議案第１５号  御代田町行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書６１ページをお願いいたします。  

 議案第１５号  御代田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

の一部を改正する条例案について。  

 御代田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正す

る条例を、別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の６２ページからの改め文をご覧ください。  

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正されたことに伴い、

介護子育て関係の業務についてマイナンバーカードを用いてインターネット上から

申請が可能となります。現行の制度でも電磁記録による申請が可能となっておりま

すが、本条例を一部改正することにより、より明確になるとともに、ほかの条例等

で規定されていない諸手続きについても取り扱いができるよう、改正するものでご

ざいます。  

 附則として、この条例は、令和５年４月１日から施行いたします。  

 ６７ページから７２ページにつきましては、新旧対照表です。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  



３０ 

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２４  議案第１６号  御代田町行政不服審査会条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２４  議案第１６号  御代田町行政不服審査会条例の一部

を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書７３ページをお願いいたします。  

 議案第１６号  御代田町行政不服審査会条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町行政不服審査会条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の７４ページ、改め文をご覧ください。  

 本条例につきましては、先ほど議案第１５号で説明しました御代田町行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正において、条例の名称が変

更になったことによる改正でございます。  

 附則として、この条例は、令和５年４月１日から施行いたします。  

 ７５ページは、新旧対照表です。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２５  議案第１７号  ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する  

条例の一部を改正する条例案について－－－    



３１ 

○議長（五味髙明君）   日程第２５  議案第１７号  ふるさと創生基金の設置、管理及び

処分に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書７６ページ、ご覧ください。  

 議案第１７号  ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改

正する条例案について。  

 ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例を、

別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 次の７７ページ、改め文ご覧ください。  

 本案は、企業版ふるさと納税による寄附金をふるさと創生基金に積み立てること

ができるよう、積み立て目的を明確にするため本条例の一部を改正するものでござ

います。  

 附則は施行期日で、この条例は、公布の日から施行するとしています。  

 議案書の７８ページは、新旧対照表になります。  

 説明は以上になります。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２６  議案第１８号  御代田町町税条例の一部を改正する条例案に  

ついて－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２６  議案第１８号  御代田町町税条例の一部を改正する

条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 山本税務課長。  



３２ 

（税務課長  山本喜久男君  登壇）    

○税務課長（山本喜久男君）   議案書の７９ページをお願いいたします。  

 議案第１８号  御代田町町税条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町町税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ８０ページをお開きください。改め文です。８１ページ、８２ページには新旧対

照表を掲載しております。８０ページの改め文にて説明させていただきます。  

 御代田町町税条例の一部を次のように改正する。  

 第６２条の次に１条を加える。固定資産税の課税免除であります。  

 第６２条の２では、地域未来投資促進法では市町村もしくは都道府県が策定し、

国の同意を得た基本計画に基づき、民間業者等が策定した事業計画を都道府県知事

が承認することで民間事業者等は法人税、不動産取得税の減免、事業計画に記載さ

れた対象施設について３年間の固定資産税免除等の支援措置を受けることができま

す。  

 当町は、１１市町村で構成された長野県佐久地域基本計画に含まれており、町内

全域が対象地域となっております。  

 支援措置における固定資産税の免除につきましては、市町村ごとに条例改正が必

要であるため、免除に係る規定を追加する改正をするものであります。  

 ２項では、町長が別に定める申請書を町長に提出する。  

 ３項では、当該申請が課税免除をすべきものと認めたときは、速やかに課税免除

を決定し、当該申請したものに通知する。  

 ４項では、虚偽の申請をし、町長が不適当と認めたときは決定を取り消すことが

できる。  

 附則、この条例は、公布の日から施行する。  

 なお、地域未来投資促進法に基づく課税免除に該当しませんが、御代田町商工業

振興条例及び御代田町工業商工業振興条例に基づく補助金の対象に該当する場合は、

従来のとおり条例に基づく補助金を交付することを申し添えます。  

 以上が御代田町町税条例の一部を改正する条例の内容でございます。ご審議いた

だきますようお願いいたします。  



３３ 

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２７  議案第１９号  御代田町国民健康保険条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２７  議案第１９号  御代田町国民健康保険条例の一部を

改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書の８３ページをご覧ください。  

 議案第１９号  御代田町国民健康保険条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町国民健康保険条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 改正の理由でございますが、出産育児一時金の支給額については現行４２万円と

されているところ、社会保障審議会医療保険部会で令和４年度の全施設の出産費用

の平均額推計等を勘案し、全国一律で５０万円に引き上げるべきとされました。こ

れを受け、健康保険法等上位法令が一部改正されたため、町国民健康保険条例を改

正するものです。  

 改正の内容でございますが、条例に規定する額を４８万８ ,０００円に引き上げ

るよう改正し、施行規則で定める加算額とあわせて出産育児一時金の支給総額を

５０万円となるよう改めます。  

 また、語句の精査、整理等に伴う所要の改正を行います。  

 附則ですが、この条例は令和５年４月１日から施行し、施行日前の出産にかかる

一時金の額については従前の例によるとして、経過措置を設けております。  

 ８４ページが改正条例案、８５ページが新旧対照表となっておりますので、ご確

認をお願いします。  



３４ 

 説明は以上です。ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２８  議案第２０号  御代田町国民健康保険税条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２８  議案第２０号  御代田町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書の８６ページをご覧ください。  

 議案第２０号  御代田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 改正の理由でございますが、今後の国保特別会計の財政運営を推計し、県が国保

税の県内統一方針を新たに示す令和９年度まで安定した運営ができるということが

確認できたため、税率を引き下げる方針としました。内容につきまして国保運営協

議会に諮問し、妥当であるとの答申をいただいたことから、令和５年度適用に向け

条例を改正いたします。  

 改正の内容ですが、国保税課税額の医療給付費分について０ .４ポイント、介護

納付金分について０ .１ポイント引き下げます。また、医療給付費分の平等割を

２ ,０００円、均等割を４ ,０００円引き下げます。なお、平等割、均等割について

は、それぞれ二つの軽減措置が取られていて軽減額等を第２３条で定めているため、

あわせて額を改正いたします。  

 加えて、語句の精査、整理等に伴う所要の改正を行います。  

 附則ですが、施行期日を令和５年４月１日からとし、令和４年度分までの国保税
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は従前の例によるとして経過措置を設けています。  

 ８７ページが改正条例案、８８ページから９２ページが新旧対照表となっていま

すので、ご確認をお願いします。  

 説明は以上です。ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）   

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２９  議案第２１号  御代田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に  

関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第２９  議案第２１号  御代田町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題と

します。  

 提案理由の説明を求めます。  

 柳沢町民課長。  

（町民課長  柳沢俊義君  登壇）    

○町民課長（柳沢俊義君）   それでは、議案書の９３ページをお願いいたします。  

 議案第２１号  御代田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を、別紙のとおり提出いたします。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ９４ページをお願いいたします。  

 本条例案は、上位法令であります厚生労働省令、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の一部改正に伴う条例の改正でございます。  

 改正内容でございますが、昨年９月、静岡県内の認定こども園で園児が通園バス

の車内に取り残され死亡した事案を受け、安全計画を策定し、計画に従い必要な措

置を講じることや自動車を運行する際の所在の確認を行うことが義務付けられたこ
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とから、第６条の２及び第６条の３に追加するものです。  

 また、感染症まん延や非常災害の発生時において事業を継続的に実施するための

事業継続計画の策定を行い、計画に従い必要な措置を講ずることに努めなければな

らないこととして第１２条の２に追加し、本条例を改正するものです。  

 条文の内容につきましては、９４ページからの改正文及び９６ページからの新旧

対照表をご覧ください。  

 附則、この条例は、令和５年４月１日から施行する、です。  

 説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３０  議案第２２号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する  

基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３０  議案第２２号  御代田町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 柳沢町民課長。  

（町民課長  柳沢俊義君  登壇）    

○町民課長（柳沢俊義君）   それでは、議案書の９８ページをお願いいたします。  

 議案第２２号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を、別紙のとおり提出いたします。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ９９ページをお願いいたします。  

 本条例案は、上位法令であります厚生労働省令、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴う条例の改正でございます。  
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 改正内容でございますが、先ほどの条例案と改正理由と同様に、昨年９月の園児

が通電バスの車内に取り残され死亡した事案を受け、安全計画を策定し計画に従い

必要な措置を講じることや自動車を運行する際の所在の確認を行うことが義務付け

られたことにより第７条の２及び第７条の３に追加するものです。  

 また、昨年１２月に民法の改正が行われ、懲戒権に関する記述が削除され、それ

に伴います児童福祉法並びに基準省令も本記述が削除されたことから、本条例に懲

戒権の記述のあります第１４条を削除するものであります。  

 条文の内容につきましては、９９ページからの改正文及び１０１ページからの新

旧対照表をご覧ください。  

 附則、この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１４条の規定に

つきましては、公布の日から施行する、です。  

 説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３１  議案第２３号  御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業  

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３１  議案第２３号  御代田町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につい

てを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 柳沢町民課長。  

（町民課長  柳沢俊義君  登壇）    

○町民課長（柳沢俊義君）   議案書１０３ページをお願いいたします。  

 議案第２３号  御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出いたします。  
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令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 １０４ページをお願いいたします。  

 本条例案は、上位法令であります厚生労働省令、特定教育保育及び地域型保育事

業の運営に関する基準の一部改正に伴う条例の改正でございます。  

 改正内容でございますが、先ほどの条例案と同様に、昨年１２月に民法の改正が

行われ、懲戒権に関する記述が削除され、これに伴い児童福祉法並びに基準省令か

らも記述が削除されたことから、本条例に懲戒権の記述があります第２６条を削除

するものです。  

 条文の内容につきましては、１０４ページからの改正文及び１０５ページからの

新旧対照表をご覧ください。  

 附則、この条例は、公布の日から施行する、です。  

 説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 この際、昼食のため休憩します。午後は１時３０分より再開します。  

（午前１１時５１分）  

（休   憩）    

（午後  １時３０分）  

○議長（五味髙明君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 

－－－日程第３２  議案第２４号  令和５年度御代田町一般会計予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３２  議案第２４号  令和５年度御代田町一般会計予算案

についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書の１０６ページ、ご覧ください。  
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 議案第２４号  令和５年度御代田町一般会計予算案について。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町一般会計予算を、

別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 １０８ページ、お願いいたします。  

 令和５年度御代田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７４億８,２７５万９,０００円

と定める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 （地方債）  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」に

よる。  

 （一時借入金）  

 第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、１５億円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第４条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号、各項に計上した給料、職員の手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 次の１０９ページからの「第１表  歳入歳出予算」につきましては、議案書とは

別の資料番号１をお願いいたします。  

 資料番号１、令和５年度一般会計当初予算内容のほうで説明いたします。  

 令和５年度の一般会計予算につきましては、経常的な経費や継続事業などを中心

とした骨格予算として編成したものでございます。  

 予算の総額は７４億８ ,２７５万９ ,０００円で、前年度に比べ４億６ ,９８４万
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円、５ .９％の減少となっております。  

 減少の要因につきましては、昨年度は、基金の見直しによる積立金、こちらがあ

りましたもので、こちらが減ったことにより減額しております。  

 それでは、歳入について説明いたします。  

 款１町税です。町税全体で、前年比３ .７％の増となっております。  

 項１町民税は、本年度予算額１０億５ ,８３２万円で、前年比で６ ,１３６万

７ ,０００円増となっております。こちらは、町民税は８億５ ,９４３万３ ,０００円

で、給与所得の増を見込みまして、前年比で３ ,６２３万７ ,０００円増えておりま

す。  

 法人町民税は１億９ ,８８８万７ ,０００円で、こちらは企業の申告状況などから、

前年比２ ,５１３万円増額で計上しました。  

 次に、項２の固定資産税です。予算額１２億２ ,２５９万１ ,０００円、前年比で

１ ,３０６万６ ,０００円の増となっております。こちらは、主に新築家屋の増加か

ら増額を見込んでおります。  

 続きまして、款２の地方譲与税から款１０の地方特例交付金まで、こちらにつき

ましては県の収入見込み、こういったものから予算計上しまして、合計で４,２３８万

６ ,０００円、昨年度と比べて増額の予算となっております。  

 ２ページ、お願いいたします。  

 款１１の地方交付税です。予算額１４億４ ,５００万円で、前年比で６ ,７００万

円の増でございます。こちらは、普通交付税につきまして国の地方財政政策、こう

いったものなどから増額のほうを見込んでおります。  

 款１５の国庫支出金、項１国庫負担金です。本年度予算額５億 ２ ,８７８万

２ ,０００円、前年比で３ ,６０３万７ ,０００円の増となっております。こちらは、

保育所それから小規模保育所などの入園申請児童の増加から、子どものための教育

保育給付費負担金、こちらのほうが前年比で３ ,１９０万円ほど増額となっており

ます。  

 項２の国庫補助金は、国土交通省道路局個別補助金としまして１億９ ,２５０万

円で、こちらは町道七口線と谷地沢大塚線の交通安全対策事業補助金１億４,３００万

円などを見込んでおります。  

 款１８の寄附金は、予算額で５億６５０万３,０００円、前年比で１億３,０００万
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円の増としております。こちらは、ふるさと納税寄附金を５億円としております。

令和４年度の寄附金が５億円を上回る見込みが立ちましたので、前年比で１億

３ ,０００万円ほどの増を見込んでおります。  

 次に、３ページをお願いします。  

 款１９繰入金、項１基金繰入金です。こちらは、前年比で７億 ３ ,４８９万

１ ,０００円の減となっております。こちら、令和４年度は基金の見直しにより、

財政調整基金などから繰入金を見込みましたが、こちらは皆減となっているため、

大きな減となっております。  

 歳入合計で７４億８ ,２７５万９ ,０００円の予算額となっております。  

 続きまして、４ページ、歳出でございます。  

 款２総務費、項１総務管理費は、本年度予算額で１２億４ ,１１３万８ ,０００円

で、前年比で１億４ ,０１５万３ ,０００円の増となっております。こちらは、歳入

でふるさと納税寄附金を５億円として見込みましたので、そちらに伴いまして、返

礼品等の関係経費が増えたものでございます。  

 款３の民生費です。項１社会福祉費は、予算額９億８ ,３５６万８ ,０００円で、

前年比で１億１ ,８６７万２ ,０００円の減となっております。こちらは、令和４年

度基金の見直しがありましたので、地域福祉基金のほうへ積立金としまして１億

２ ,６９２万円積み立てました。今年度は、こちらが利子分のみの積立てとなりま

すので、こちらは大きく減となっております。  

 項２の児童福祉費です。１１億７９１万７ ,０００円で、前年比で６ ,８０３万

１ ,０００円の増となっております。こちら大きなものとしては、私立保育園の保

育事業委託料としまして１億７ ,２４０万２ ,０００円、このほか、小規模保育所の

地域型保育給付費、こちらが１億２ ,３６８万８ ,０００円。これらの保育に係る費

用で、前年度比で２ ,３８０万円ほど増加しております。  

 続きまして、款４衛生費、項２の清掃費、こちらが予算額２億 ６ ,６４１万

４ ,０００円で、前年比で４ ,４６６万８ ,０００円の増となっております。こちら

が中段にあります新クリーンセンター整備負担金４ ,６５６万２ ,０００円、こちら

のほうが令和２年度に借り入れた起債の元金償還が始まったため、前年比で

１ ,４５８万４ ,０００円ほど増えております。  

 このほか、浅麓環境施設組合等経費、こちらのほうも処理費の実績により増加し
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ております。  

 款７商工費です。こちら前年比で１ ,３６７万円ほど増加しております。こちら

は、国と長野県で実施している移住支援金制度に、令和５年度から御代田町も取り

組むこととしまして、ＵＩＪターン就業・創業移住支援金、こちら２ ,４６０万円

を計上しました。東京圏などから移住し、就業または創業した場合に支援金を支給

するもので、国と県の補助金を受けて実施するものとなります。  

 ５ページ、お願いいたします。  

 款８土木費、項１土木管理費です。本年度予算額４ ,７１９万５ ,０００円で、前

年度比では４億７ ,７２３万５ ,０００円の減となっております。こちらは、社会資

本整備基金への積立金、昨年度行いましたが、令和５年度はこちらも利子分のみ積

み立てるため、大きく減となっております。  

 項２の道路橋梁費です。こちらが前年比で６ ,０６９万７ ,０００円の減となって

おります。橋梁修繕事業で８ ,２００万円、それから町道七口線と谷地沢大塚線の

交通安全対策道路改良事業、こちらで、前年比で６ ,９３４万円ほど増えておりま

すが、骨格予算のため町単独道路新設改良事業、こちらのほうを前年比で２億円減

の１億円としたことによりまして、全体額では減となっております。  

 続きまして、項５の住宅費、こちらは宅地開発事業補助金としまして１ ,６５０万

円を計上しております。３ ,０００ｍ ２ 以上の宅地分譲の開発に対して１区画

５０万円の補助金を交付するもので、令和５年度に初めて補助要件に該当する宅地

分譲開発のほうを見込んでおります。  

 続いて、款１０教育費、項１教育総務費です。予算額１億２,２１０万１,０００円

で、前年比７ ,６９２万７ ,０００円の減となっております。町立小学校建設基金積

立金、こちら今年度５ ,００９万円を計上していますが、昨年は基金の見直しによ

る積立金があったため、大きく減となっております。  

 項 ４ の 社 会 教 育 費 は 、 エ コ ー ル み よ た の 空 調 設 備 更 新 工 事 で ８ ,３ ９ ０ 万

８ ,０００円を計上しております。エコールの２階の会議室系統の空調の更新工事

を予定しております。  

 項６学校給食費は、前年比で８ ,６２２万１ ,０００円の減となっております。こ

ちらは、学校給食運営基金積立金３ ,００１万円を計上しておりますが、昨年度、

こちらも基金の見直しによる積立金があったため、大きく減となっております。  
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 歳出合計７４億８ ,２７５万９ ,０００円の予算となっております。  

 それでは、また議案書に戻っていただきまして、１１６ページの「第２表  地方

債」をお願いいたします。  

 「第２表  地方債」です。  

 起債の目的と限度額を続けて申し上げます。  

 一般事業では９ ,７００万円、続いて公共事業等で１億６ ,７２０万円、防災対策

事業では７ ,２４０万円、地方道路等整備事業で５ ,０００万円、緊急浚渫推進事業

で６００万円、臨時財政対策で６ ,０００万円、合計３億６ ,５３０万円の地方債を

計上しております。  

 起債の方法につきましては、証書借入または証券発行、利率としましては年４％

以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った

後においては当該見直し後の利率とします。  

 償還の方法につきましては、政府資金については、その融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借換えすることが

できるとしております。  

 説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

池田るみ議員。  

○１１番（池田るみ君）   議席番号１１番、池田るみです。３点についてお聞きいたしま

す。  

 まず初めに、議案書２０１ページ、款４衛生費、項２清掃費、目１塵芥処理費、

説明欄で１８０３０、新クリーンセンター整備負担金４ ,６５６万２ ,０００円は、

令和 ４ 年 度の 当 初 予 算 ３ ,１ ９ ７万 ８ ,０ ００ 円 に 比べ ま し て 、 １ ,４ ５ ８万

４ ,０００円増額となっています。  

 先ほど、企画財政課長より、借入れの償還が始まるということでしたが、詳細を

お聞きします。  

 ２点目は、２１３ページ、款７商工費、項１商工費、目１商工振興費、説明欄の

１８０５０、ＵＩＪターン就業・創業移住支援金の内容についても先ほど説明があ
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りましたが、詳細をお伺いいたします。  

 ２２５ページ、款８土木費、項５住宅費、目１住宅管理費、説明欄１８０５０、

宅地開発事業補助金１ ,６５０万円についてですけれども、どのぐらいの件数、区

画数を見込んでいるのか、お願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   柳沢町民課長。  

○町民課長（柳沢俊義君）   それではお答えいたします。  

 ２０１ページの新クリーンセンター整備負担金の増額の理由でございますが、先

ほど企画財政課長からも説明がありましたが、起債の償還の増額によるものでござ

います。  

 令和２年度の起債につきまして、元金据置期間が終了したため、令和５年度から

元金の償還が始まりました。これに伴いまして負担金の額が増加していることでご

ざいます。  

 内容ですが、施設整備費と運営費という振り分けになりますけれども、そのうち

の 施 設 整 備 費 の ほ う で １ ,４ ９ ３ 万 ７ ,０ ０ ０ 円 の 増 額 、 運 営 費 で も 同 様 に

１ ,４９３万７ ,０００円の増額ということでございます。  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   金井産業経済課長。  

○産業経済課長（金井英明君）   ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業について説明いた

します。  

 県内企業の担い手不足の解消と地域の課題を解決するため、東京都、千葉県、埼

玉県、神奈川県といった東京圏、または愛知県、大阪府から長野県内へ移住し、か

つ就業または創業した方に対して、長野県と市町村が共同で支援金を支給する事業

でございます。  

 支援金は、当移住支援事業補助金交付要綱に基づき、上限額が定められており、

単身世帯６０万円、２人以上世帯１００万円、２人以上世帯のうち１８歳未満の子

どもを帯同している子育て世帯の加算として、子ども１人当たり１００万円とされ

ております。  

 当町では、近隣自治体の支援金額を踏まえまして、それぞれの上限額を適用いた

しました。  

 この移住支援金を受け取るためには、移住元や移住先に関する要件のほか、世帯
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要件、就業・創業要件といったことが詳細に定められております。  

 主なものとして、移住元に関する要件では、住民票を移す直前の１０年間のうち、

通算して５年以上、東京圏または愛知県、大阪府に在住し、かつ就業をしていた方

で、住民票を移す直前１年間以上連続してこれらの地域に在住し、かつ就業してい

たこと。また、移住先に関する要件では、移住支援金の交付申請をした日から５年

以上継続して転入先の市町村に居住する意思があること。就業要件では、長野県が

運営する求人情報サイトを通じて県内企業に就業した方、あるいは内閣府が実施す

るプロフェッショナル人材事業などを通じて就業した方で、転勤や出向などではな

く新規雇用であることが主な要件とされております。  

 令和５年度当初予算では、支援金額として２ ,４６０万円を計上しております。  

 予算計上に当たっては、令和元年度から令和３年度までの３年間に、東京圏など

から当町へ転入した平均世帯数が１９４世帯ありました。支援金を受けるための要

件を満たす世帯は、その１０分の１の２０世帯を見込んでおります。  

 また、支援金の対象となる２０世帯のうち、３分の１の６世帯を単身世帯、残り

の１４世帯を２人以上の世帯と見込み、その半数７世帯を子育て世帯加算の対象と

して算出いたしました。  

 国及び県の補助率は、東京２３区からの移住者に対するものは、国２分の１、県

４分の１、東京２３区以外の東京圏、愛知県、大阪府からの移住者に対するものは、

県２分の１の補助となっております。  

 説明につきましては以上です。  

○議長（五味髙明君）   大井建設水道課長。  

○建設水道課長（大井政彦君）   私からは、２２５ページです。  

 款８土木費、項５住宅費、目１住宅管理費、説明欄１８０５０の宅地開発事業補

助金１ ,６５０万円。こちらの件数、区画数の見込みでございますが、この補助金

の要綱につきましては、町内で３ ,０００ｍ ２以上の宅地分譲を目的とする開発事

業をする場合に、１区画５０万円を補助するものでございます。  

 本年度に補助金の支出と予定している開発事業の箇所でございますが、まず１つ、

旭町地区の字 入郷戸 、エコールみよたの西側になります。こちら１３区画で

６５０万円。２つ目、児玉地区の字飯綱、飯綱タウンの西側になりますが、１２区

画で６００万円。３番目といたしまして、一里塚地区字分抗、こちらベバリーの北
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側になりますが、８区画４００万円。この３か所において、区画数、全部で３３区

画となりまして、１ ,６５０万円を見込んでいるものでございます。  

 ちなみに、都市計画法第２９条の規定による、いわゆる開発許可が下りているの

は旭町地区のみで、ほかの２か所は現在申請中ですが、近いうちに許可が下り、全

箇所を本年度内に完成するという予定でございます。  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   池田るみ議員。  

○１１番（池田るみ君）   １点なんですけれども、クリーンセンターの起債の償還なんで

すけれども、これは何年ほどになるんでしょうか。その辺が分かれば。何年度で、

町のほうに整備負担金という形で上がってくるのか分かればお願いします。  

○議長（五味髙明君）   柳沢町民課長。  

○町民課長（柳沢俊義君）   お答えいたします。  

 こちらの起債は、一部事務組合のほうで起債をするものですから、それを４市町

村で分配することになります。なので、詳細を把握していませんので、また後ほど

お答えさせていただきたいと思います。  

 以上です。  

○議長（五味髙明君）   池田るみ議員。  

○１１番（池田るみ君）   以上です。  

○議長（五味髙明君）   ほかに質疑のある方。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３３  議案第２５号  令和５年度御代田財産区特別会計予算案に  

ついて－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３３  議案第２５号  令和５年度御代田財産区特別会計予

算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書２７２ページ、ご覧ください。  
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 議案第２５号  令和５年度御代田財産区特別会計予算案について。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田財産区特別会計予

算を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ２７４ページ、お願いいたします。  

 令和５年度御代田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１ ,２９２万２ ,０００円と定

める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 こちら令和５年２月１０日に開催しました御代田財産区管理会において同意を得

たものでございます。  

 ２７５ページ、お願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算です。  

 歳入でございます。  

 款１財産収入、項１財産運用収入です。本年度予算額２５１万９ ,０００円です。

こちらは財産区有地の貸付料を２４５万円、そのほか、預金利子の方を計上してご

ざいます。  

 項２財産売払収入は１ ,０００円を計上しております。こちらは、科目設定にな

ります。  

 款２繰入金、項１基金繰入金です。１ ,０４０万円の計上をしております。こち

らは、財産区の財政調整基金からの繰入金を見込んでおります。  

 款３繰越金、款４諸収入につきましては、それぞれ１ ,０００円ずつを科目設定

しております。  

 歳入合計で１ ,２９２万２ ,０００円の予算となっております。  

 ２７６ページお願いします。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費です。本年度予算額１ ,２８７万９ ,０００円です。
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こちらの支出項目につきましては、管理会の委員報酬９４万６ ,０００円、それか

ら財産区有地の下刈委託料６４０万円、それから財産区有地の管理委託料４００万

円、こういったものを計上しております。昨年度と比べまして３８万５ ,０００円

ほど増えておりますが、こちら流木の伐採委託料を増額しております。  

 款２予備費につきましては４万３ ,０００円で、歳出合計１ ,２９２万２ ,０００円

の予算となっております。  

 説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３４  議案第２６号  令和５年度小沼地区財産管理特別会計予算案に  

ついて－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３４  議案第２６号  令和５年度小沼地区財産管理特別会

計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   ２８３ページ、お願いいたします。  

 議案第２６号  令和５年度小沼地区財産管理特別会計予算案について。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度小沼地区財産管理特別会

計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ２８５ページ、お願いします。  

 令和５年度小沼地区財産管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１０万１ ,０００円と定め

る。  
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 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 こちらは、令和５年２月１０日付で小沼地区財産管理委員会の同意を得たもので

ございます。  

 ２８６ページお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 款１財産収入、項１財産運用収入です。本年度予算額８ ,０００円で、こちらは

管理地の土地貸付料、それから基金の預金利子などを見込んでおります。  

 項２財産売払収入は、１ ,０００円で科目設定をしております。  

 款２繰入金、項１基金繰入金です。３０９万円を計上しております。こちらは、

財産管理会の財政調整基金からの繰入金を見込んだものでございます。  

 款３繰越金、款４諸収入、こちらにつきましては、それぞれ１ ,０００円ずつの

科目設定をしております。  

 歳入合計で３１０万１ ,０００円の予算となっております。  

 ２８７ページ、お願いします。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費です。本年度予算額３０９万４ ,０００円としてお

ります。こちらも、林野管理委託料としまして２０６万７ ,０００円。それから、

昨年度より増えておりますのは、こちらも流木の伐採委託料、前年より１１万円ほ

ど増やしております。  

 款２の予備費につきましては、７ ,０００円を計上しまして、歳出合計３１０万

１ ,０００円の予算となっております。  

 説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３５  議案第２７号  令和５年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  
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予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３５  議案第２７号  令和５年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書２９３ページをご覧ください。  

 議案第２７号  令和５年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案につい

て。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ２９５ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田町の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億８ ,７９１万円と定め

る。  

 ２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳

出予算」による。  

 （一時借入金）  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は３ ,０００万円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でこれらの経費の各項の間の流用。  

 ２９６ページをご覧ください。  
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 第１表  歳入歳出予算。  

 まず、歳入でございます。  

 款１項１国民健康保険税、本年度予算額３億７ ,７５７万円で、前年度比５ .１％

の減となっております。現年度徴収率は９６ .３％での算定でございます。また、

被保険者数は３ ,５４４人で試算をしております。  

 本議会に条例改正提出しております税率改正分については見込んではおりません。  

 款２使用料及び手数料、項１手数料、国保税督促手数料としまして１６万円の計

上でございます。  

 款３国庫支出金、項１国庫補助金、こちらはシステム改修への補助として１万

６ ,０００円の計上です。  

 款４県支出金、項１県補助金１０億 ６ ,１１５万３ ,０００円で、前年度比

０ .１％の減となっております。こちらは、市町村が支払う保険給付費等に要する

費用に対し、全額交付される普通交付金と、医療費の適正化に向けた取組や生活習

慣病予防事業等への取組に応じて交付される特別交付金となっております。  

 款５財産収入、項１財産運用収入、こちらは基金の利子として７万５ ,０００円

でございます。  

 款６繰入金、項１他会計繰入金１億６９９万４ ,０００円で、前年度比４ .０％の

減となっております。一般会計からの繰入れで、保険基盤安定繰入金が主なもので

ございます。  

 款７項１繰越金は、４ ,０００万円を計上しております。  

 款８諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、こちらは１６３万５ ,０００円でご

ざいます。  

 項２受託事業収入、こちらは１ ,０００円の科目設定でございます。  

 項３雑入３０万６ ,０００円の計上としております。  

 歳入合計１５億８ ,７９１万円の予算となっております。  

 ２９７ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費、本年度予算額４５３万１ ,０００円で、前年度比

９ .９％の減となっております。委託料や通信運搬費が主なものでございます。  

 項２徴税費、賦課徴収費としまして４４９万９ ,０００円の計上でございます。  
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 項３運営協議会費１９万４ ,０００円は、国保運営協議会の委員報酬でございま

す。  

 款２保険給付費、項１療養諸費、こちらは療養給付費、療養費等でございまして、

９億９３５万円、前年度比で０ .２％の増となっております。前年度給付見込み等

に基づき試算をしております。  

 項２高額療養費１億３ ,０３３万１ ,０００円で、前年度比１ .３％の減となって

おります。こちらも、前年度見込みからの試算でございます。  

 項３出産育児一時金６３０万４ ,０００円で、こちら昨年度と同様の１５件を見

込んでおります。こちらにつきましても、本議会に条例改正提出している増額分に

ついては、予算上は見込んでおりません。  

 項４葬祭諸費１５０万円で、見込み件数、昨年度と同じ３０件での計上でござい

ます。  

 項５傷病手当諸費、こちらは新型コロナウイルス感染症による傷病手当金として、

６３万円を計上しております。  

 款３国民健康保険事業費納付金、こちらは、市町村の被保険者数、所得水準、医

療費水準等を加味した上で、県より示された額での計上となっております。  

 項１医療給付費で２億８ ,４１３万１ ,０００円、こちらは、前年度比６ .８％の

減でございます。  

 項２後期高齢者支援金等、こちらは１億２ ,３１１万７ ,０００円で、前年度比

８ .４％の増でございます。  

 項３介護納付金４ ,３２７万６ ,０００円で、前年度比６ .８％の減でございます。  

 款４保健事業費、項１特定健康診査等事業費１ ,６０１万５ ,０００円で、こちら

は特定健康診査等の事業費となっております。  

 項２保健事業費８６６万７ ,０００円で、レセプト点検職員の賃金、それから人

間ドックの補助金等となっております。  

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金３１０万３ ,０００円で、こちらは一

般被保険者還付金、国や県への返還金等の計上でございます。  

 ２９８ページをご覧ください。  

 款６項１基金積立金８万円で、こちらは、基金の利子分の積立てでございます。  

 款７項１予備費５ ,２１８万２ ,０００円でございます。  
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 歳出合計１５億８ ,７９１万円の予算となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３６  議案第２８号  令和５年度御代田町介護保険事業勘定特別会計  

予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３６  議案第２８号  令和５年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書３１９ページをご覧ください。  

 議案第２８号  令和５年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案について。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ３２１ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田町の介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億７,６６９万９,０００円

と定める。  

 ２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳

出予算」による。  

 （一時借入金）  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最
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高額は２ ,０００万円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号、保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款

内でこれらの経費の各項の間の流用。  

 ３２２ページをご覧ください。  

 歳入歳出予算でございます。  

 まず歳入です。  

 款１保険料、項１介護保険料、本年度予算額２億４ ,７９５万５ ,０００円で、前

年度比３ .３％の増となっております。基準月額は４ ,６１０円で、普通徴収、現年

度徴収率は９５％での算定となっております。  

 款２分担金及び負担金、項１負担金１５９万４ ,０００円で、こちらは介護予防

事業を利用する皆様の負担金となっております。  

 款３使用料及び手数料、項１手数料、督促手数料としまして４万８ ,０００円の

計上でございます。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金、１億８ ,９６４万９ ,０００円で、前年度比

２ .４％の増となっております。介護給付費負担金でございます。項２国庫補助金

５ ,５７１万８ ,０００円で、こちらは調整交付金と地域支援事業交付金、また保険

者機能強化推進交付金、また保険者努力支援交付金等となっており、前年度比

８ .２％の減でございます。  

 款５項１支払基金交付金２億９ ,７８３万９ ,０００円で、前年度比２ .５％の増

となっております。こちらも介護給付費に対する交付金でございます。  

 款６県支出金、項１県負担金１億５ ,９３３万２ ,０００円で、前年度比２ .７％

の増でございます。こちらも介護給付費への負担金でございます。項２県補助金

９７２万６ ,０００円で、前年度比２ .２％の増でございます。こちらは地域支援事

業交付金となっております。  

 款７財産収入、項１財産運用収入、基金の利子としまして２ ,０００円の計上で

ございます。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金１億８ ,５１６万２ ,０００円で、一般会計から介
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護給付費、地域支援事業等、それから低所得者保険料軽減分、また職員給与等への

繰入れとなっておりまして、前年度比０ .８％の増でございます。項２基金繰入金、

こちらは給付費の抑制を図るため、１ ,３４０万円の繰入れとなっております。  

 ３２３ページをご覧ください。  

 款９項１繰越金は１ ,４００万円の計上でございます。  

 款１０諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、こちら２万円の計上でございます。

項２サービス収入２２５万１ ,０００円で、要支援１、２の方の居宅介護予防支援

サービス計画費となっております。項３雑入３ ,０００円の計上でございます。  

 歳入合計、１１億７ ,６６９万９ ,０００円の予算でございます。  

 ３２４ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１項１総務費、本年度予算額１ ,７２３万４ ,０００円で、こちらはシステムの

委託料や借上料、佐久広域連合介護認定審査会負担金等の計上となっております。  

 款２項１保険給付費１０億７ ,３７９万９ ,０００円で、前年度比２ .５％の増と

なっております。介護サービス給付経費、主に居宅介護サービス給付費の増が主な

要因となっております。  

 款３地域支援事業費、項１包括的支援事業・任意事業費４ ,０２６万３ ,０００円

で、前年度比５ .０％の増となっています。こちらは人件費や地域包括支援セン

ターの運営経費等が主なものでございます。  

 項２介護予防・生活支援サービス事業費３ ,４０９万７ ,０００円で、前年度比

１０ .８％の減となっております。訪問型サービスや通所型サービスの委託料負担

金等の計上でございます。項３一般介護予防事業費１８１万８ ,０００円で、介護

予防普及啓発事業として、介護予防教室、生活サポーター養成事業、口腔機能向上

教室等の経費でございます。  

 款４項１基金積立金１万円は、基金の利子分の積立てでございます。  

 款５項１諸支出金５０万３ ,０００円、こちらは保険料等還付経費となっており

ます。  

 款６項１予備費８９７万５ ,０００円でございます。  

 歳出合計、１１億７ ,６６９万９ ,０００円の予算となっております。  

 説明につきましては以上です。ご審議をお願いいたします。  
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○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３７  議案第２９号  令和５年度御代田町後期高齢者医療特別会計  

予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３７  議案第２９号  令和５年度御代田町後期高齢者医療

特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書の３４７ページをご覧ください。  

 議案第２９号  令和５年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により令和５年度御代田町後期高齢者医療特

別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ３４９ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９ ,７６７万９ ,０００円

と定める。  

 ２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳

出予算」による。  

 ３５０ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 まず、歳入です。  

 款１項１後期高齢者医療保険料、本年度予算額１億５ ,２２２万円で、こちらは、
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県後期高齢者医療広域連合の試算によりまして、前年度比０ .３％の減となってお

ります。普通徴収、現年度徴収率９９ .２％での算定でございます。  

 款２使用料及び手数料、項１手数料、督促手数料で３万円の計上でございます。  

 款３繰入金、項１一般会計繰入金４ ,１８４万４ ,０００円、前年度比４ .９％の

減で、こちらは事務費、保険基盤安定、保健事業費に対する繰入れとなっています。  

 款４項１繰越金、１０万円の計上でございます。  

 款５諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、こちら５万円の計上でございます。

項２償還金及び還付加算金、５０万５ ,０００円の計上でございます。項３雑入

２９３万円で、健診事業費広域連合支出金、また、人間ドックに対する特別調整交

付金の計上となっております。  

 歳入合計、１億９ ,７６７万９ ,０００円の予算でございます。  

 ３５１ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費、本年度予算額１５０万９ ,０００円で、システム

の保守委託料、通信運搬費等が主なものでございます。項２徴収費、賦課徴収経費

として５７万７ ,０００円の計上でございます。  

 款２項１後期高齢者医療広域連合納付金１億９ ,０４７万８ ,０００円で、前年度

比１ .５％の減となっております。保険料等負担金、保険基盤安定負担金で、広域

連合から示された額での計上でございます。  

 款３保健事業費、項１健診事業費３０３万円で、後期高齢者の健診委託料等とな

っております。項２保健事業費１４８万円で、こちらは人間ドックの補助金でござ

います。  

 款４諸支出金、項１償還金及び還付加算金５０万５ ,０００円の計上。  

 款５項１予備費１０万円の計上でございます。  

 歳出合計、１億９ ,７６７万９ ,０００円の予算となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  
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－－－日程第３８  議案第３０号  令和５年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別  

会計予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３８  議案第３０号  令和５年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書３６１ページをご覧ください。  

 議案第３０号  令和５年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算案につ

いて説明します。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算を、別冊のとおり提出します。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ３６３ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８３万４ ,０００円と定め

る。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 次の３６４ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 上から順に予算額を申し上げます。  

 款１県支出金、項１県補助金９万円は、償還推進事業の補助対象となる４分の

３相当の補助金でございます。  

 款２繰越金２万円は、前年度からの繰越し見込額です。  
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 款３諸収入、項１貸付金元利収入１７２万３ ,０００円は、滞納分の収入見込額

です。項２延滞金、加算金及び過料１ ,０００円は科目設定でございます。  

 したがいまして、歳入合計は１８３万４ ,０００円となり、前年度と比較して

１５４万９ ,０００円の増額となります。  

 次の３６５ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１土木費、項１住宅費１８３万４ ,０００円は、消耗品、光熱水費、研修会費

及び歳入見込みの一般会計の繰出金などでございます。  

 歳出合計も同額で、前年度と比較して１５４万９ ,０００円の増額となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３９  議案第３１号  令和５年度御代田町公共下水道事業特別会計  

予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第３９  議案第３１号  令和５年度御代田町公共下水道事業

特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書３７０ページをご覧ください。  

 議案第３１号  令和５年度御代田町公共下水道事業特別会計予算案について説明

します。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町公共下水道事業

特別会計予算を、別冊のとおり提出します。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ３７２ページをご覧ください。  



６０ 

 令和５年度御代田町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億７ ,８２８万８ ,０００円

と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （地方債）  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」に

よる。  

 次の３７３ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 上から順に予算額を申し上げます。  

 款１分担金及び負担金、項１負担金４ ,０４５万３ ,０００円は、受益者負担金、

分担金の現年分及び滞納繰越分でございます。  

 款２使用料及び手数料、項１使用料３億４ ,０４０万円は、公共特環下水道使用

料の現年分及び滞納繰越分でございます。項２手数料２３万６ ,０００円は、指定

工事店の申請手数料と督促手数料でございます。  

 款３繰入金、項１他会計繰入金１億６ ,５０２万６ ,０００円は、一般会計からの

繰入れでございます。  

 款４繰越金１００万円は、前年度からの見込額です。  

 款５諸収入、項１延滞金、加算金及び過料３２万１ ,０００円は、使用料負担金

の延滞金です。項２雑入３万２ ,０００円は、金抜設計手数料等でございます。  

 款６町債３億９２万円は、公共下水道債、資本費平準化債等でございます。  

 款７国庫支出金、項１国庫補助金２ ,９９０万円は、補助対象となる本年度分の

処理場改築工事に充てる社会資本整備総合交付金です。  

 したがいまして、歳入合計は８億７ ,８２８万８ ,０００円となり、前年度と比較

して４８４万７ ,０００円の増額となります。  
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 次の３７４ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 上から順に予算額を申し上げます。  

 款１土木費、項１都市計画費３億３ ,６３６万３ ,０００円は、光熱水費、処理場

の維持管理に伴う経費及び処理場の補修工事が主なものになります。  

 款２公債費５億４ ,０９２万５ ,０００円は、起債元金及び利子の償還金です。  

 款３予備費１００万円は、歳入歳出の調整でございます。  

 したがいまして、歳出合計は８億７ ,８２８万８ ,０００円となり、前年度と比較

して４８４万７ ,０００円の増額となります。  

 次の３７５ページをご覧ください。  

 第２表  地方債です。  

 起債の目的と限度額は、公共下水道事業が１億２ ,１７０万円、資本費平準化が

１億５ ,７００万円、公営企業会計適用が２ ,２２２万円でございます。合計３億

９２万円です。  

 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４０  議案第３２号  令和５年度御代田町農業集落排水事業特別会計  

予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４０  議案第３２号  令和５年度御代田町農業集落排水事

業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書３８９ページをご覧ください。  

 議案第３２号  令和５年度御代田町農業集落排水事業特別会計予算案について説
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明します。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町農業集落排水事

業特別会計予算を、別冊のとおり提出いたします。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ３９１ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２ ,９２２万１ ,０００円と定

める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 次の３９２ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入です。  

 款１分担金及び負担金、項１分担金５１万８ ,０００円は、前年度の修繕工事費

の７％相当と事務費でございます。  

 款２使用料及び手数料、項１使用料８２３万円は、使用料の現年分及び滞納繰越

分でございます。  

 項２手数料は、科目設定です。  

 款３繰入金、項１他会計繰入金２ ,０１７万円は、一般会計からの繰入れです。  

 款４繰越金３０万円は、前年度からの見込額です。  

 款５諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、項２雑入は、それぞれ科目設定でご

ざいます。  

 したがいまして、歳入合計は２ ,９２２万１ ,０００円となり、前年度と比較して

５７万２ ,０００円の増額となります。  

 次の３９３ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 款１農林水産業費、項１農地費１ ,２２８万３ ,０００円は、主に光熱水費、処理
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場の維持管理経費でございます。  

 款２公債費１ ,６５８万８ ,０００円は、起債元金及び利子の償還金です。  

 款３予備費３５万円は、歳入歳出の調整です。  

 したがいまして、歳出合計は２ ,９２２万１ ,０００円となり、前年度と比較して

５７万２ ,０００円の増額となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４１  議案第３３号  令和５年度御代田町個別排水処理施設整備事業  

特別会計予算案について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４１  議案第３３号  令和５年度御代田町個別排水処理施

設整備事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書の４０１ページをご覧ください。  

 議案第３３号  令和５年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計予算案に

ついて説明します。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和５年度御代田町個別排水処理施

設整備事業特別会計予算を、別冊のとおり提出いたします。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４０３ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田町の個別排水処理施設整備事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１ ,１９７万９ ,０００円と定
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める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 次の４０４ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入です。  

 款１使用料及び手数料、項１使用料５６８万８ ,０００円は、処理施設のろ過槽

の使用料でございます。項２手数料は、科目設定です。  

 款２繰入金、項１他会計繰入金６１８万９ ,０００円は、一般会計からの繰入れ

です。  

 款３繰越金１０万円は、前年度からの見込額です。  

 款４諸収入、項１延滞金、加算金及び過料は科目設定です。  

 したがいまして、歳入合計は１ ,１９７万９ ,０００円となり、前年度と比較して

９万４ ,０００円の増額となります。  

 次の４０５ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 款１衛生費、項１保健衛生費５８７万円は、主に施設修繕料及び管理委託料でご

ざいます。  

 款２公債費５９０万９ ,０００円は、起債元金及び利子の償還金です。  

 款３予備費２０万円は、歳入歳出の調整です。  

 したがいまして、歳出合計は１ ,１９７万９ ,０００円となり、前年度と比較して

９万４ ,０００円の増額となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４２  議案第３４号  令和５年度御代田小沼水道事業会計予算案に  

ついて－－－    



６５ 

○議長（五味髙明君）   日程第４２  議案第３４号  令和５年度御代田小沼水道事業会計

予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書４１３ページをご覧ください。  

 議案第３４号  令和５年度御代田小沼水道事業会計予算案について説明します。  

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和５年度御代田小沼水道事業会

計予算を、別冊のとおり提出します。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４１５ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田小沼水道事業会計予算です。  

 （総則）  

 第１条  令和５年度御代田小沼水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

 第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 給水件数は４ ,３５０件で、年間総有収水量は７９万５ ,０００ｍ ３で、一日平均

有収水量は２ ,１７８ｍ３になります。  

 主な建設改良工事の上水道改良工事総事業費は１億２ ,５１３万６ ,０００円で、

西軽井沢地区の配水管布設工事及び寺沢浄水場の外構工事と旧施設の解体工事でご

ざいます。  

 （収益的収入及び支出）  

 第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入につきましては、第１款水道事業収益は１億９ ,９２７万６ ,０００円で、前

年度と比較して１６万３ ,０００円の減額となります。その内訳として、第１項営

業収益１億８ ,１１３万３ ,０００円は、水道料金と消火栓管理料が主でございます。

第２項営業外収益１ ,８１４万３ ,０００円は、減価償却費の補助金相当分が主です。  

 支出につきましては、第１款水道事業費用は１億９ ,１１７万３ ,０００円で、前

年度と比較して１ ,７５６万５ ,０００円の増額となります。その内訳として、第
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１項営業費用１億７ ,５７８万４ ,０００円は、浅麓水道企業団からの受水費、水道

メーターの有効期限満了に伴う修繕費及び職員４名分の総経費です。第２項営業外

費用は１ ,４８８万９ ,０００円、企業債利息及び消費税還付でございます。第３項

特別損失はありません。第４項予備費は５０万円です。  

 （資本的収入及び支出）  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 資本的収入額が資本的支出額に対し 、不足する額の資本的収支の差額１億

４ ,９８５万円は、建設改良積立金９ ,４２０万８ ,０００円及び損益勘定留保資金

として、現金の出し入れを伴わない減価償却費から、長期前受金を差し引いた額

５ ,５６４万４ ,０００円で補填するものとする。  

 収入につきましては、第１款資本的収入は１ ,４３０万円で、前年度と比較して

５ ,６３４万円の減額となります。これは補助対象工事の完了によるものです。そ

の内訳として、第１項企業債はありません。第２項工事負担金１ ,４３０万円は、

新規加入金１００件分を見込んでおります。第３項補助金は、前年度に対象事業の

寺沢浄水場建設工事が完了したため、今回はございません。  

 次の４１６ページをご覧ください。  

 支出につきましては、第１款資本的支出は１億６ ,４１５万２ ,０００円で、前年

度と比較して４ ,２６９万５ ,０００円の減額となります。その内訳として、第１項

建設改良費１億２ ,５８１万８ ,０００円は、西軽井沢地区の配水管布設工事及び寺

沢浄水場の外構工事、旧施設の解体工事費が主になります。第２項企業債償還金は

３ ,６３３万４ ,０００円です。第３項予備費は２００万円です。  

 （一時借入金）  

 第５条  一時的借入金の限度額は、１ ,０００万円と定める。  

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費）  

 第６条  次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。  

 （１）職員給与費２ ,７８４万円は、総経費の給料、手当及び福利厚生費です。  

 （２）交際費５万円は、塩野上宿用水組合の会合費です。  

 （たな卸資産購入費）  
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 第７条  たな卸資金の購入限度額は２４３万４ ,０００円と定める。こちらは水

道メーターの既存検定満了分と新築時に設置する購入費となります。  

 少し飛びまして、４２９ページをご覧ください。  

 令和５年度御代田小沼水道事業、予定キャッシュ・フロー計算書でございます。  

 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの現金の流れを示したものでござ

います。  

 Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フローは、水道事業の売上げによる収入、仕入れ

による支出、職員給料などの支出を示したもので、原材料、商品またはサービスの

購入による支出は８ ,１８４万円です。人件費の支出は２ ,８３９万７ ,０００円で

す。その他の事業支出はありません。  

 営業収入は１億８ ,１１６万４ ,０００円です。  

 負担金、補助金等収入はありません。  

 利息及び配当金の受け取り額は４３万８ ,０００円です。  

 利息の支出額は３８６万６ ,０００円です。  

 したがいまして、業務活動によるキャッシュ・フローは、プラス６ ,７４９万

９ ,０００円となります。  

 Ⅱといたしまして、投資活動によるキャッシュ・フローは、こちらは将来的な建

設投資による支出、固定資産の売却、国庫補助金、受益者負担金などの収入を示し

たものでございます。  

 固定資産の取得による支出は１億２ ,５１３万６ ,０００円です。  

 固定資産の売却による収入はありません。  

 国庫補助金等による収入もありません。  

 受益者負担金等による収入は１ ,４３０万円です。  

 したがいまして、投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス１億１ ,０８３万

６ ,０００円となります。  

 Ⅲ番といたしまして、財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達に関する

もので、借入金による収入、返済による支出を示したものでございます。  

 企業債による収入はありません。  

 企業債の償還による支出は３ ,６３３万４ ,０００円です。  

 したがいまして、財務活動によるキャッシュ・フローは、マイナス３ ,６３３万
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４ ,０００円となります。  

 よって、Ⅳ資金減少額が７ ,９６７万１ ,０００円となりまして、Ⅴの資金期首残

高８億７ ,７８４万４ ,０００円に資金減少額を加えますと、Ⅵ番の資金期末残高は

７億９ ,８１７万３ ,０００円となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 この際、暫時休憩をします。  

 開始時刻はブザーにてお知らせします。  

（午後  ２時５３分）  

（休   憩）    

（午後  ３時０５分）  

○議長（五味髙明君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 柳沢町民課長より発言を求められておりますので、これを許可します。柳沢町民

課長。  

○町民課長（柳沢俊義君）   先ほどの池田るみ議員の質問についてお答えいたします。  

 令和２年度の起債のことですけども、起債の総額が２６億６３０万円、償還期間

は２０年間ということでございます。  

 以上です。  

 

－－－日程第４３  議案第３５号  令和４年度御代田町一般会計補正予算案（第９号）に  

ついて－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４３  議案第３５号  令和４年度御代田町一般会計補正予

算案（第９号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書４３２ページをお願いします。  
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 議案第３５号  令和４年度御代田町一般会計補正予算案（第９号）について。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田町一般会計補正予

算（第９号）を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４３４ページ、お願いします。  

 令和４年度御代田町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億３ ,９７２万７ ,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９１億８ ,９２６万２ ,０００円

とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費）  

 第２条  自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  

 （地方債の補正）  

 第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

 次の４３５ページからの第１表  歳入歳出予算は、こちら議案書とは別資料の資

料番号３で説明いたします。資料番号３のほうをお願いいたします。  

 初めに歳入の主なものから説明をいたします。  

 款１町税、項１町民税は補正額７ ,５８３万４ ,０００円の増額補正です。個人町

民税は過年度分の申告や退職所得により１ ,２７８万４ ,０００円、法人町民税は大

手企業２社の申告実績によりまして６ ,３０５万円、それぞれ増額をしました。  

 款１１地方交付税は、普通交付税の基準財政需要額に臨時経済対策費が新設され、

再算定が行われたため３ ,８００万５ ,０００円を増額するものです。  

 款１６県支出金、項２県補助金は、補正額７ ,６５９万１ ,０００円の減額で、こ

のうち産地生産基盤パワーアップ事業補助金７ ,５００万円は、昨年１２月に補正

予算で計上したものですが、農業法人の農業施設増設の当初計画の見直しが生じた

ため、全額を減額するものです。  
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 款１８寄附金は、ふるさと納税寄附金が５億円を上回る見込みが立ったことから、

３ ,０００万円を増額するものです。  

 款１９繰入金、項１基金繰入金は、財政調整基金の残高の基準額を２５億円程度

としたことから、令和３年度の決算譲与金の積立てにより、増えた２億７ ,０００万

円を特定目的基金へ積み立てるための繰入れになります。  

 ２ページをお願いします。  

 歳出合計補正額３億３ ,９７２万７ ,０００円となっております。  

 続きまして、３ページ、歳出でございます。  

 款２総務費、項１総務管理費は１ ,３７９万円の増額で、ふるさと納税寄附金の

増額に伴う関係経費等の増額になります。  

 款３民生費、項１の社会福祉費は８ ,４５７万１ ,０００円の増額で、地域福祉基

金への積立金２ ,０００万円を増額するものでございます。  

 款４衛生費、項１保健衛生費は２ ,９８３万９ ,０００円の増額で、新型コロナウ

イルスワクチン接種国庫補助負担金返還金としまして、３ ,０４０万６ ,０００円を

計上しております。こちら、令和２年度と３年度の接種体制確保事業と接種対策費

の国庫補助金と負担金の確定に伴い返還するものでございます。  

 款６農林水産業費、項１農業費は７ ,６８６万１ ,０００円の減額で、歳入で説明

しました産地生産基盤パワーアップ事業補助金７ ,５００万円を全額減額するもの

です。  

 款 ８ 土 木 費 、 項 １ 土 木 管 理 費 は 社 会 資 本 整 備 基 金 へ の 積 立 金 ６ ,９ ５ ８ 万

４ ,０００円の増額を計上しております。  

 ４ページ、お願いいたします。  

 款１０教育費、項１教育総務費と項６学校給食費の増額補正については、町立小

学校建設基金積立金５ ,０１４万７ ,０００円、それから学校給食運営基金積立金

５ ,００７万７ ,０００円をそれぞれ増額計上しております。  

 款１４予備費は１億１ ,９０４万４ ,０００円を増額しまして、歳出合計補正額

３億３ ,９７２万７ ,０００円となっております。  

 議案書のほうに戻っていただきまして、４３９ページ、お願いします。  

 第２表の繰越明許費です。  

 繰越事業は６事業で、合計１億６ ,１０８万８ ,０００円を計上しております。い
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ずれも年度内の完了が見込めないため、繰越しを計上したものでございます。  

 款４衛生費、項１保健衛生費は、母子衛生関係経費１００万円で、内容につきま

しては、出産・子育て応援給付金になります。令和５年２月と３月に出生届が出さ

れた方への面接の時期が５月以降になるため、１人当たりの支給額５万円の２０名

分を翌年度へ繰り越して支給するものです。  

 款６農林水産業費、項１農業費は、農業振興事業１４８万５ ,０００円です。国

が実施している肥料価格高騰対策の土壌診断に係る補助金で、佐久浅間農協や農業

法人を中心に、令和５年２月から５月にかけて取りまとめるため、翌年度へ繰り越

して支給するものです。  

 款８土木費、項２道路橋梁費は、１つ目が社会資本整備総合交付金事業、道路修

繕事業４ ,８５６万５ ,０００円です。川原田寺沢線の道路改良について、用地買収

などで時間を要したものでございます。２つ目は、交通安全対策補助事業、道路改

良工事８ ,８８８万３ ,０００円です。こちらは、町道七口線と谷地沢大塚線の道路

改良事業費になります。項４都市計画費は、都 市計画変更支援業務で２９万

７ ,０００円です。令和４年度から令和５年度までの複数年契約になっており、契

約の支払い限度額の規定により、一部を翌年度へ繰り越すものでございます。  

 款１０教育費、項４社会教育費は、複合文化施設維持管理業務 ２ ,０８５万

８ ,０００円です。エコールみよたの空調中央監視装置とあつもりホールの空調の

部品供給がコロナの影響により遅れたことから、年度内の完了が見込めないため、

繰越しをするものでございます。  

 ４４０ページ、お願いします。  

 第３表  地方債補正です。  

 こちらにつきましては、変更となります。  

 補助対象事業費の確定と、あと事業完了に伴う減額となっております。  

 公共事業等は補正後の限度額を１億１ ,１３０万円として９０万円の減額、続い

て、防災対策事業は補正後の限度額３ ,３８０万円としまして、７０万円を減額す

るものです。  

 起債の方法、利率、償還の方法については、変更はありません。  

 説明は以上になります。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  
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 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４４  議案第３６号  令和４年度小沼地区財産管理特別会計補正予算案  

（第２号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４４  議案第３６号  令和４年度小沼地区財産管理特別会

計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書４６９ページをお願いいたします。  

 議案第３６号  令和４年度小沼地区財産管理特別会計補正予算案（第２号）につ

いて。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度小沼地区財産管理特別会

計補正予算（第２号）を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４７１ページ、お願いいたします。  

 令和４年度小沼地区財産管理特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３５万２ ,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３９万７ ,０００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 こちらにつきましては、令和５年の２月１０日に小沼地区財産管理委員会の同意

を得たものでございます。  

 ４７２ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  
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 歳入でございます。  

 款１財産収入、項２財産売払収入２７９万９ ,０００円の増額補正をお願いして

おります。こちら、土地の売払い収入がありましたので、収入に伴う増額補正をし

ております。  

 款２繰入金、項１基金繰入金です。こちらは１４４万７ ,０００円の減額をして

おります。土地の売払いの収入があったため、財政調整基金からの繰入れの予算を

全額減額したものでございます。  

 歳入合計が１３５万２ ,０００円の補正予算となっております。  

 ４７３ページをお願いします。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費です。補正額で１３５万２ ,０００円の増額です。

こちら、財産売払い収入により歳入が増えたため、歳出との差額を財政調整基金の

ほうへ積み立てるため増額するものでございます。  

 歳出合計の補正額も１３５万２ ,０００円増額となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４５  議案第３７号  令和４年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４５  議案第３７号  令和４年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書４７８ページをご覧ください。  

 議案第３７号  令和４年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案

（第３号）について。  



７４ 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４８０ページをご覧ください。  

 令和４年度御代田町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１万４ ,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億７ ,２７４万２ ,０００円とする。  

 ２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ４８１ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入でございます。  

 款３国庫支出金、項１国庫補助金、補正額７１万５ ,０００円の減額でございま

す。こちらは交付決定に伴う減額となっております。  

 款５財産収入、項１財産運用収入２万６ ,０００円の増額でございます。こちら

は、基金の預金利子の収入額確定のための増額でございます。  

 款６繰入金、項１他会計繰入金４２３万２ ,０００円の減額でございます。保険

基盤安定の交付申請算定額の変更に伴う一般会計繰入金の補正となっております。  

 款８諸収入、項３雑入４８０万７ ,０００円の増額でございます。こちらは、第

三者納付金や普通交付金の変換等、額の確定に伴う補正となっております。  

 歳入合計１１万４ ,０００円の減額補正でございます。  

 ４８２ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費、補正額１２０万円の減額でございます。こちらは、

マイナンバー交付のためのタブレット導入時の入札差金の減額でございます。  

 款３国民健康保険事業費納付金、款５諸支出金につきましては、財源の変更とな

っております。  



７５ 

 款６項１基金積立金３万円の増額でございます。こちらは預金利子の収入増に伴

う増額でございます。  

 款７項１予備費１０５万６ ,０００円の増額でございます。  

 歳出合計１１万４ ,０００円の減額補正となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４６  議案第３８号  令和４年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正  

予算案（第４号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４６  議案第３８号  令和４年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書４９１ページをご覧ください。  

 議案第３８号  令和４年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案（第

４号）について。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ４９３ページをご覧ください。  

 令和４年度御代田町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１ ,１２２万６ ,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億９ ,２００万２ ,０００円と
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する。  

 ２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ４９４ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入でございます。  

 款１保険料、項１介護保険料、補正額４４２万２ ,０００円の増額でございます。

こちら、保険料の調定額にあわせた増額となっております。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金１９４万９ ,０００円の減額でございます。こ

ちら、介護給付費の減に伴う減額となっております。項２国庫補助金１２２万

５ ,０００円の増額でございます。こちら、地域支援事業費の補正に伴う増額補正

でございます。  

 款５項１支払基金交付金２０１万３ ,０００円の減額でございます。こちらは、

介護給付費等の補正に伴う減となっております。  

 款６県支出金、項１県負担金２２７万４ ,０００円の減額でございます。こちら

も給付費の減額に伴う減でございます。項２県補助金７６万６ ,０００円の増額で

ございます。こちらは地域支援事業費の補正に伴う増額補正となっております。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金１ ,１４９万１ ,０００円の減額でございます。介

護給付費、それから地域支援事業費等の補正に伴う一般会計繰入金の減額となって

おります。  

 款１０諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、こちら８万８ ,０００円の増額で、

実績に基づく増額となっております。  

 歳入合計１ ,１２２万６ ,０００円の減額補正でございます。  

 ４９５ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１項１総務費、補正額６万２ ,０００円の減額です。こちらはシステム改修費

の減額補正でございます。  

 款２項１保険給付費１ ,２９９万９ ,０００円の減額でございます。施設介護サー

ビス給付費について、実績等を基に補正をしております。  

 款３地域支援事業費、項１包括的支援事業・任意事業費、こちらは財源の変更で



７７ 

ございます。項２介護予防・生活支援サービス事業費５００万円の減額でございま

す。こちらは給付実績等に基づく補正でございます。  

 款６項１予備費６８３万５ ,０００円の増額でございます。  

 歳出合計１ ,１２２万６ ,０００円の減額補正となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４７  議案第３９号  令和４年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正  

予算案（第４号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４７  議案第３９号  令和４年度御代田町後期高齢者医療

特別会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書５０４ページをご覧ください。  

 議案第３９号  令和４年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案（第

４号）について。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ５０６ページをご覧ください。  

 令和４年度御代田町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６８万２ ,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９ ,０４９万５ ,０００円とする。  



７８ 

 ２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ５０７ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入です。  

 款１項１後期高齢者医療保険料、補正額７２万２ ,０００円の減額でございます。

こちらは調定額に基づく減額補正となっております。  

 款５諸収入、項１延滞金、加算金及び過料４万円の増額。こちらは収納実績等に

よる増額補正でございます。  

 歳入合計６８万２ ,０００円の減額でございます。  

 ５０８ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 款２項１後期高齢者医療広域連合納付金６８万２ ,０００円の減額でございます。

保険料等の減に伴い減額するものでございます。  

 歳出合計６８万２ ,０００円の減でございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４８  議案第４０号  令和４年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別  

会計補正予算案（第１号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４８  議案第４０号  令和４年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算案（第１号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書５１３ページをご覧ください。  

 議案第４０号  令和４年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算案



７９ 

（第１号）について説明します。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第１号）を、別冊のとおり提出いたします。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ５１５ページをご覧ください。  

 令和４年度御代田町の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７７万９ ,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０６万４ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 次の５１６ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 歳入でございます。  

 款１県支出金、項１県補助金２ ,０００円の減額は、補助対象事業費の確定によ

るものでございます。  

 款２繰越金５万１ ,０００円の増額は、当初見込みからの増額でございます。  

 款３諸収入、項１貸付金元利収入１７３万円の増額は、本年度末の収入見込額で

債務者２名が４月から資金償還金の納付を再開したことによるものでございます。  

 したがいまして、歳入合計は１７７万９ ,０００円を増額し、総額２０６万

４ ,０００円となります。  

 次の５１７ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 款１土木費、項１住宅費１７７万９ ,０００円の増額は、収入見込額が増額した

ことで、一般会計の繰出金も増額となったことによるものでございます。  

 したがいまして、歳出合計は１７７万９ ,０００円を増額し、総額２０６万

４ ,０００円となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いします。  
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○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４９  議案第４１号  令和４年度御代田町公共下水道事業特別会計補正  

予算案（第４号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第４９  議案第４１号  令和４年度御代田町公共下水道事業

特別会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書５２２ページをご覧ください。  

 議案第４１号  令和４年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案（第

４号）について説明します。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田町公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出します。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ５２４ページをご覧ください。  

 令和４年度御代田町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４ ,１４５万８ ,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億６４６万２ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費）  

 第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  
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 （地方債の補正）  

 第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

 次の５２５ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 歳入です。  

 款１使用料及び手数料、項１使用料２ ,４００万円の減額は、行動制限の解除な

どにより自宅での使用量が減少したことによるものと考えられるものでございます。  

 款３繰入金、項１他会計繰入金、３ ,０７５万８ ,０００円の増額は、一般会計か

らの繰入金でございます。  

 款６町債１ ,６９０万円の増額は、処理場改築工事の今年度分の事業量変更によ

るものでございます。  

 款７国庫支出金、項１国庫補助金１ ,７８０万円の増額も、こちらも同様に処理

場改築工事に係る本年度分の事業量変更によるものでございます。  

 し た が い ま し て 、 歳 入 合 計 は ４ ,１ ４ ５ 万 円 を 増 額 し 、 総 額 ９ 億 ６ ４ ６ 万

２ ,０００円となります。  

 次の５２６ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 款１土木費、項１都市計画費４ ,１４５万８ ,０００円の増額は、処理場改築工事

に係る発注時期が集中したことにより、本年度は入札不調となりましたが、本年度

分の繰越事業量を次年度とあわせて変更し、次年度早々に発注し、早期完成に向け

て増額補正をお願いするものでございます。  

 款２公債費については、増減はありません。  

 したがいまして、歳出合計は ４ ,１４５万８ ,０００円を増額し、総額９億

６４６万２ ,０００円となります。  

 次の５２７ページをご覧ください。  

 第２表  繰越明許費。  

 款１土木費、項１都市計画費、事業名は公共下水道建設事業、金額は８ ,８８１万

円です。企業会計移行委託料７１万円、ストックマネジメント計画に基づく処理場

改築工事費及び施工管理委託料７,０００万円、マンホールポンプ工事費１,８１０万

円を次年度に繰り越して実施いたします。  
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 次の５２８ページをご覧ください。  

 第３表  地方債補正でございます。  

 変更します。起債の目的は公共下水道事業です。補正前の限度額を１億２８０万

円から１ ,６９０万円増額し、補正後の限度額を１億１ ,９７０万円とします。  

 起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第５０  議案第４２号  令和４年度御代田小沼水道事業会計補正  

予算案（第４号）について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第５０  議案第４２号  令和４年度御代田小沼水道事業会計

補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大井建設水道課長。  

（建設水道課長  大井政彦君  登壇）    

○建設水道課長（大井政彦君）   議案書５３３ページをご覧ください。  

 議案第４２号  令和４年度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第４号）につい

て。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和４年度御代田小沼水道事業会計

補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出いたします。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ５３５ページを御覧ください。  

 令和４年度御代田小沼水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。  

 （収益的支出の補正）  

 第１条  令和４年度御代田小沼水道事業会計予算第３条中に定めた収益的支出の
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予算額を次のとおり補正する。  

 収益的支出につきましては、第５１款水道事業費用、第１項営業費用７ ,０００円

の増額は、１月の人事異動による増額をお願いいたします。第２項営業外費用、第

３項予備費につきましては、増減はありません。  

 したがいまして、補正額の合計は７ ,０００円の増額で、総額１億７ ,７９７万

３ ,０００円となります。  

 （職員給与費の補正）  

 第２条  予算第６条中に定めた職員給与費の予算額を次のとおり補正する。  

 こちらにつきましても、人事異動に伴う総経費の増額をお願いいたします。  

 職員給与費といたしまして、通勤手当７ ,０００円の増額補正をお願いするもの

でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 以上で、全ての議案に対する質疑を終わります。  

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第８号から議案第４２号までに

ついては、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあります議案付託表

のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議案付託表のとおり、各常任委員会にて付託する

ことに決しました。  

 会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合であらかじめ

これを延長します。  

 

－－－日程第５１  報告第２号  令和５年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の  

報告について－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第５１  報告第２号  令和５年度御代田町土地開発公社事業
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計画及び予算の報告についてを議題とします。  

 報告を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書５３８ページをお願いいたします。  

 報告第２号  令和５年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告について。  

 令和５年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算を令和５年２月１３日御代田

町土地開発公社理事会において決定し提出されましたので、地方自治法第２４３条

の３第２項により、別紙のとおり報告する。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 ５４０ページ、お願いいたします。  

 令和５年度御代田町土地開発公社事業計画でございます。  

 令和５年度御代田町土地開発公社の事業計画を次のとおりとする。  

 １．用地売却計画  

 （１）用地名  旧鉄道用地  

 （２）売却予定面積  ３１３ .０ｍ２  

 （３）売却予定金額  ６５万３ ,８５７円  

 （４）備考としまして、大字御代田３９１０番地２７については、土地鑑定を依

頼するため売却金額に鑑定料を含めた金額とする、としました。  

 こちらは、現在所有しています旧鉄道用地の売却を予定したものでございます。  

 ５４１ページ、お願いいたします。  

 令和５年度御代田町土地開発公社当初予算でございます。  

 （総則）  

 第１条  令和５年度御代田町土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。  

 （収益的収入及び支出）  

 第２条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入でございます。  

 第１款事業収益８３万１ ,０００円としております。こちら、土地の売払い収入

を見込んでおります。  
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 第２款事業外収益、こちら１ ,０００円で、預金利子としております。  

 収入合計で８３万２ ,０００円です。  

 次に支出でございます。  

 第１款事業原価１７万７ ,０００円を計上しております。こちら土地の鑑定料と

なっております。  

 第２款販売費及び一般管理費１８万３ ,０００円を計上しております。こちら、

役員報酬と法人町民税などの経費を計上しております。  

 支出合計で３６万円です。  

 収益的収入から支出差し引きまして４７万２ ,０００円となっております。  

 次に、５４２ページ、お願いします。  

 資本的収入及び支出についてはありません。  

 次の５４３ページから５４６ページは、ただいま説明しました事業計画の明細と

なっております。  

 その後の５４７ページから５４９ページは、それぞれ予定の損益計算書、貸借対

照表、キャッシュ・フロー計算書になっております。それから、５５０ページから

は附属明細表となっておりますので、後ほど確認をお願いいたします。  

 以上のとおり、報告いたします。  

○議長（五味髙明君）   以上で、報告を終わります。  

 これより報告に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって令和５年度御代田町土地開発公社事業計画及

び予算の報告を終わります。  

 

－－－日程第５２  諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに  

ついて－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第５２  諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることついてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿部保健福祉課長。  

（保健福祉課長  阿部晃彦君  登壇）    



８６ 

○保健福祉課長（阿部晃彦君）   議案書５５６ページをご覧ください。  

 諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。  

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。  

 記といたしまして、氏名  関久美子氏、内堀秀利氏でございます。  

 住所、生年月日は記載のとおりでございます。  

令和５年３月９日  提出  

御代田町長職務代理者  御代田町副町長  内堀豊彦  

 本年６月３０日をもって、人権擁護委員２名の任期が満了となります。関氏は再

任として、また、内堀氏は１名が退任するため後任として推薦するものでございます。  

 任期は本年７月１日から令和８年６月３０日までの３年間となります。  

 説明は以上でございます。  

○議長（五味髙明君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 お諮りします。本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

にご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、諮問第１号を採決します。  

 本案は適任とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。  

 よって、諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、

適任という意見を付すことに決しました。  

 

－－－日程第５３  請願第１号  持続的農業経営に関する請願－－－    

○議長（五味髙明君）   日程第５３  請願第１号  持続的農業経営に関する請願について

は、お手元に配付してあります請願付託表のとおり、会議規則第９２条の規定によ

り、所管の常任委員会に付託しますので、審査願います。  

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午後  ３時５４分  


